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茨城県 笠間市
税制支援

○ ○
総務部税務課賦課
グループ

0296-72-1111（内線
107）

栃木県 足利市

起業家の支援 中小企業基本法、中小企業信用保険法の枠内で、独立
創業者を支援する。 ○ ○

低廉な賃貸料での事務所の貸し出しと低利率な融資。 中小企業基本法に定める中小企業者で創
業後5年以内のもの又は同規模の創業を
目指すもの。

○ ○ ○
産業・環境部企業振
興課

0284-20-2157

栃木県 今市市

今市市まちづくり活動支援事
業（市民団体活動支援事業）

市民団体等が自主的に行うまちづくり活動の経費等を助
成しまちづくりの推進を図る。

○ ○ ○

市民団体が行う研修会の開催等の経費を助成する。
（補助率３分の２、上限10万円、同一団体に対する補助は通
算3回まで）

・構成員がおおむね10人以上で、市内で継
続して活動している団体。
・市から運営費補助を受けていない団体。 ○ ○

市民福祉部市民生
活課市民活動推進
係

0288-21-5112

栃木県 今市市

今市市高齢者福祉施設整備
資金貸付事業

NPO法人等が運営する高齢者福祉施設の整備にあた
り、資金貸付により高齢者福祉サービスの充実を図る。

○

NPO法人等がデイサービスセンター等の創設、増改築、修繕
などを実施する場合、資金貸付を行う。（1件につき100万円以
内、無利子）

市内でグループホーム、デイサービスセン
ター、ショートステイ施設等を運営し、又は
運営しようとするNPO法人等。 ○ ○

市民福祉部厚生福
祉課高齢福祉係

0288-21-5100

栃木県 今市市

今市市介護サービス事業者
運営資金貸付事業

新規の介護保険サービスを行うNPO法人に対し、事業開
始当初の運転資金を貸付し、介護サービス基盤の充実を
図る。 ○

介護サービス事業者であるNPO法人への資金貸付を行う。
（介護サービス事業開始後2ヶ月間の介護報酬見込み額に1.0
又は0.9を乗じた額を上限、無利子）

新規又は、新たな種類の介護保険サービ
スを実施するNPO法人。

○

市民福祉部厚生福
祉課介護保険係

0288-21-5100

栃木県 宇都宮市
税優遇措置

○
収益事業を行わないNPO法人に対して、法人市民税均等割を
免除する。

収益事業（税法上）を行わないNPO法人
○ 市民生活部自治振

興課市民活動係
028-632-2288

栃木県 宇都宮市

市民活動助成事業 ボランティア団体やNPOの自立を促進し、活動の活発化
を図るため基金から事業費への助成をする。

・助成対象経費：事業実施に要する費用（運営費を除く）。
・スタート支援：団体の立ち上げを支援する。
・ステップアップ支援：団体の事業拡大などを支援する。

市内で活動する５人以上で構成され、規約
又は会則のある市民活動団体。

○ ○

市民生活部自治振
興課市民活動係

028-632-2288

栃木県 小山市

放課後児童健全育成事業 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生（概ね10
歳未満の児童及びその他健全育成上指導を要する児
童）に対し、授業終了後に適切な遊び及び生活の場を与
えて、その健全な育成を図る。

○

学童保育クラブの借家代の半額を市で負担。 ・放課後児童が20人以上いること。
・指導に携わる者、保護者、教職員による
組織化が可能であること。 ○

保健福祉部こども課
幼稚園係

0285-22-9631

栃木県 小山市

子育て支援事業（子育てサ
ロン）

家庭教育に関する専門教育を修了した家庭教育オピニオ
ンリーダーや地域のボランティアが主体となって子育てサ
ロンを開設し、子育て中の親子の交流やふれあいを通じ
て子育てにおける不安や悩みを解消するための事業支
援を行うとともに地域社会で子どもを育てるための環境づ
くり事業を支援する。

○ ○ ○ ○

子育てサロンの実施運営に伴う、事業委託とボランティアへの
活動支援を行う。年間事業支援費用概ね100万円。

市内で活動する任意団体。

○

教育委員会生涯学
習課社会教育係

0285-22-9665

栃木県 小山市

福祉関係ボランティアコー
ディネート支援事業

福祉ボランティア団体が高齢者等に様々なサービスを提
供する際に、時間のかかるコーディネートの作業に対し支
援を行う。 ○ ○

・人件費：１時間730円で月15日分。
・その他の経費：年間150,000円。

軽度生活援助j事業を受託した団体

○

保健福祉部高齢生
きがい課 高齢支援
係

0285-22-9616

栃木県 小山市

空き店舗活用事業 小山商工会議所（ＴＭＯ）が駅西口地区商店街における
空き店舗を借り上げ、地元・白鴎大学の学生が運営をし、
空き店舗対策と商店街の活性化を図ることを目的として
実施。

○ ○

白鴎大学ジャズ研究会メンバーが中心となりジャズ喫茶を運
営。店舗コンセプトは音楽（ジャズ）を中心とするエンターテイメ
ント施設、西口地区の文化発信店舗と位置づける。

TMOとして市が認定したもの。

○

経済部商業環境課
商業観光係

0285-22-9274

栃木県 鹿沼市
法人市民税の減免制度 NPO法人への税制支援

○
収益事業を行っていない法人に対して、法人市民税均等割を
減免する。

収益事業を行っていない法人

○
企画部地域振興課 0289-63-2240

群馬県 太田市

市民活動普及啓発事業 NPO・ボランティア等の普及啓発とNPO活動等への参加
環境づくりを進めるとともに市民活動の活性化やNPOの
振興を目的とし、市内で活躍するボランティア団体、市民
活動団体、NPO法人等の方々から、市民活動に関する普
及啓発事業の企画を募集し、市の事業として企画団体な
どに事業を委託する。 ○ ○

・テーマ：NPO・ボランティア等市民活動の普及啓発の促進に
寄与するもので実施団体などの活動に関連するもの。
・形式：シンポジウム、講演会、学習会等効果があると認めら
れる形式。
・委託料20万円×2件
規模の大きいもの（フォーラム、シンポジウム、講演会等）
・委託料10万円×4件
規模の小さいもの（学習会、ワークショップ、体験講座等）

市内に住所を有する下記の団体又は個人
・ボランティア団体、市民活動団体及びそ
の団体の構成員
・特定非営利活動法人及びその法人の構
成員
・その他市長が特に認める法人、団体、又
は個人

○ ○ ○

市民生活部生活そう
だん課ボランティア
推進係

0276-47-1897

群馬県 桐生市

「食」の自立支援事業 在宅の高齢者等が健康で自立した生活を送ることができ
るように配食サービスや食事の提供を伴う生きがい活動
通所支援事業等の「食」に関するサービスを「食」の自立
の観点から十分なアセスメントを行った上で、計画的、有
機的につなげて提供する事業。

○ ○ ○

・光熱費、配送費、活動費
・支援の金額は概ね2000万円

市内を活動拠点とする民間法人、任意団
体など。

○

保健福祉部高齢福
祉課長寿支援係

0277-44-7842

群馬県 桐生市

生きがい対応型デイサービ
ス事業

在宅の一人暮らし高齢者等に対し通所の方法により各種
サービスを提供することによって、高齢者の自立的生活
の助長、心身機能の維持向上等を図る。 ○ ○

・光熱費、配送費、活動費
・支援の金額は概ね2200万円

市内を活動拠点とする民間法人、任意団
体など。

○

保健福祉部高齢福
祉課長寿支援係

0277-44-7842

群馬県 桐生市

コミュニティビジネス支援育
成事業

インキュベーションオフィス入室者と地元商店街、企業、
学生等の交流を通じ、中心商店街の活性化と市の産業
経済の振興発展に寄与することを目的とする。

○

・中心商店街企業との交流活動
・中心商店街との連携によるイベント開催。
・実施主体の構成メンバーとなる起業家が開発した製品のPR
活動。等

本事業の実施主体となる（仮称）WIND地域
交流協議会が、NPO法人、群馬大学学生、
インキュベーションオフィス入室者、中心商
店街及び企業などの参画により近く立ち上
がる予定。

○

経済部産学官推進
室産学官推進係

0277-46-1111（内線
573）

平成１５年８月現在

対象者の属性Ⅰ. 研修、
相談、情報
提供

Ⅱ. 助成金 Ⅲ. その他
問合せ先支援内容 対象者
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群馬県 桐生市

まちなか情報サロン運営事
業

中心商店街の空き店舗を活用して、多世代の交流可能な
インターネットカフェを開設し、地域密着型の情報化に資
する。平成14年5月17日オープン。 ○ ○ ○

・コーヒーなどソフトドリンク、軽食の提供
・IT講習、無料パソコンお悩み相談
・英会話サロン来客対応インストラクター設置
・情報掲示板開放、桐生観光情報作成

NPO法人「桐生地域情報ネットワーク」によ
り運営されている。

○

経済部産学官推進
室産学官推進係

0277-46-1111（内線
573）

群馬県 高崎市
市民公益活動相談 NPO法人格取得に関する相談、情報提。NPO法人等の

運営、経理、税務に関する基礎相談、協働事業等の相
談。

○
月、水曜日の13時～16時。NPO委託事業。無料。 なし 市民部市民生活課

ボランティア情報担
当

027-321-1230

埼玉県 上福岡市

特定非営利活動法人補助事
業

社会福祉に関する特定非営利活動の健全な発展を促進
するため、特定非営利活動法人を支援する。

○

法人の活動に要する施設を借上げに要する経費の2分の1と
し、50万円を限度に3年間補助する。

市内に住所を有し、地域の障害者及び、高
齢者に対する生活支援等を行っている団
体で特定非営利活動促進法に基づき法人
格を取得した団体。

○

保健福祉部障害福
祉課庶務係

049-261-2611

埼玉県 北本市

障害児（者）生活サポート事
業

在宅の心身障害児（者）の地域生活を支援するため、身
近な場所で障害者及びその家族の必要に応じて、迅速・
柔軟なサービスを提供する団体に対し、補助金を交付す
る。

○

サービス（一時預かり、送迎、外出時の介助、宿泊介助）1時
間当たり2850円で利用者が500円を施設に支払い残りの2350
円を補助金として市が支払う。

サービスを総合的に行い、市に登録された
団体。 ○ ○ ○

保健福祉部福士課 048-591-1111

埼玉県 越谷市

市民活動団体室管理運営事
業

法人格の有無に関わらずNPO（市民活動団体）に対する
支援を実施している。特に活動の場を確保できるように団
体室を運営し、会議等に提供している。 ○ ○

NPO法人を含めた市内の市民活動団体に対し会議や印刷等
の場を提供。又、NPOに関する随時提供するとともにメール
ボックスを配置して団体内の連絡等の便宜を図っている。

会議等の利用については事前に団体の登
録が必要。登録できる団体の要件等はＮＰ
Ｏ法を準拠。 ○ ○

企画部企画課市民
活動支援担当

048-963-9122

埼玉県 さいたま市

商店街が行うコミュニティ活
動等に対する補助

商店街内の空き店舗等を利用したコミュニティ活動や社
会的課題解決のための事業を行う商店街に対し補助を
行う。 ○

地域住民や団体と連携したコミュニティ活動（高齢者へのサー
ビス事業、エコステーションの運営、ギャラリーの設置など）を
行う商店街に事業費の一部を補助する。

商店街が主体となり行う場合に限る。

○

経済部経済政策課
商工支援担当

048-829-1364

埼玉県 坂戸市
健康日本21坂戸計画策定事
業

精神障害者小規模作業所を運営する団体が、健康日本
21坂戸計画事業を策定する。 ○

運営費補助：5,000千円、家賃補助：780千円（坂戸、鶴ヶ島、
越生、毛呂山、鳩山で負担）

精神障害小規模作業所を運営する団体の
申請に基づき選定 ○

市民健康センター 049-284-1621

埼玉県 坂戸市
放課後児童健全育成事業 児童福祉法に基づく、放課後児童健全育成事業を実施す

る。 ○
・市内9ヶ所の児童クラブに対し、運営費の一部を補助する。
・予算額：41,729千円 ○ 健康福祉部児童福

祉課児童担当
049-283-1331

埼玉県 志木市

行政パートナー制度 市民の有する知識と経験を行政運営に活かし、市民と行
政が対等な立場に立って協働し、活力と魅力のあるまち
作りを進めるため、市の業務を市民やNPO（民間非営利
組織）に委託し、市と市民との協働による行政運営を具体
的にする。

・市の業務を市民やNPOに委託する。市の業務を精査して委
託する業務を拡大していく方針。
・業務に参加する市民は、単なる行政の下請けでなく、市民と
市の一体化を図ることにより市民やNPOの持つ多様な知識と
経験をまちづくりに活かし、市と対等な立場に立った「行政運
営の協働者」とする。
・市では、行政パートナーがその特性を活かした継続的な活
動が行えるよう支援する。

・制度の趣旨に賛同する市民
・市に団体登録を行った市民公益活動団体
であること。

○ ○ ○

まちづくり・環境推進
部 市民活動支援課

048-473-1111（内線
2144）

埼玉県 新座市
新座市精神障害者小規模作
業所　運営費等補助金交付

精神障害者小規模作業所への助成

○ ○
精神障害者小規模作業所への助成 補助金申請書を提出後、審査

○
市保健センター保健
指導係

048-481-2211

埼玉県 東松山市

障害児（者）生活サポート事
業運営補助

一時預かり、派遣による介護サービス、送迎サービスな
どの生活サポート事業を行う非営利団体（社会福祉法人
等）に対し、運営費の補助を行う。 ○

助成金：毎月利用時間×1,900円を補助。 社会福祉法人等の公益法人又は障害者の
福祉の増進を目的とする非営利団体で市
に登録されているもの ○

健康福祉部福祉課
障害福祉係

0493-23-2221

埼玉県 日高市

障害児（者）生活サポート事
業費補助

一時預かり、派遣による介護サービス、送迎サービス等
の生活サポート事業を行う民間団体に対して運営費の補
助を行う。 ○ ○

毎月、利用時間×1900円(上限)を補助。（利用者一人につき
年間150時間まで）

社会福祉法人等の公益法人又は障害者の
福祉の増進を目的とする非営利団体で市
に登録されているもの。 ○ ○

健康福祉部長寿福
祉課障害福祉係

0429-89-2111（内線
1173）

千葉県 我孫子市

コミュニティビジネス・シンポ
ジウムの開催

（平成14年度内容）
・より豊かな地域社会の実現に向けて「コミュニティビジネ
ス・シンポジウム」を開催。
・事例発表では、全国に先駆けてベビーシッター派遣、自
然エネルギーを活用した自然食レストラン等ユニークな取
り組みを紹介。
・参加者１２０名
・平成１５年度も開催予定。

○

(事業概要に同じ）

○ ○ ○ ○ ○

環境生活部市民活
動支援課市民活動
支援担当

04-7185-1111

千葉県 我孫子市

コミュニティビジネス起業化
講座

（平成１４年度内容）
・コミュニティビジネスを立ち上げるため、起業化に向けた
ノウハウ等を学習する講座（１コース８回、木曜・土曜の２
コース、定員２０名）
・平成１５年度も開催予定。

○

・コミュニティビジネスとは
・我孫子市でのコミュニティビジネスの可能性
・コミュニティビジネスパッケージ
・自己開発の方法、コミュニケーション
・コミュニティビジネスの起業ノウハウ
・コミュニティビジネス企画書作成

○ ○ ○ ○ ○

環境生活部市民活
動支援課市民活動
支援担当

04-7185-1111

千葉県 我孫子市
ＮＰＯ法人に対する法人市民
税均等割の減免

ＮＰＯ法人に対する法人市民税を、収益事業を行ってい
る、行っていないにかかわらず減免。（平成１３年度から
実施）

○
(事業概要に同じ） 市内に事務所を置く特定非営利活動法人

○
環境生活部市民活
動支援課市民活動
支援担当

04-7185-1111

千葉県 市川市

空き店舗対策事業補助金 ６ヶ月以上空き店舗となっている店舗を利用して事業を行
おうとする者が、商店会を経由して補助金を申請した場合
に、当該店舗の家賃を補助する。

○

補助額は家賃の３分の２以内で月額８万円を限度に最長３年
間補助.

補助金の申請は商店会が行うため、商店
会の同意及び協力が必要。空き店舗の賃
貸借契約は商店会が貸主と締結し、その
物件を事業を行おうとする者に使用貸借さ
せることによって補助金が交付される。

経済部商工振興課
商業担当

047-334-1111（内線
3813）
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■コミュニティビジネス事業者、ＮＰＯ法人の活動に対する支援策
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対象者の属性Ⅰ. 研修、
相談、情報
提供

Ⅱ. 助成金 Ⅲ. その他
問合せ先支援内容 対象者

千葉県 印西市
印西市市民活動助成事業 市民活動を支援し、市民参画及び協働型社会の実現を

促進するため公益となる市民団体の活動事業に対し補
助金の交付を行う。

○ ○ ○
毎年5月に補助金の交付団体を募集し補助金採択審査委員
会を開催、書類審査後、事業費の２分の１、上限50万円を補
助する。

ボランティア活動やまちづくりに関連する活
動等、非営利かつ自主的な市民活動を行
う団体。

○ ○
市民経済部ふれあ
い推進課市民活動
支援班

0476-42-5111

千葉県 浦安市

浦安市市民活動補助金 企業や市民からの寄付による市民活動基金を設置。基
金額によって補助金額が変動するマッチング・ギフト方式
にて、補助金を交付する。補助金は2種類あり、それぞれ
該当年度の募集要項の作成から、審査、交付決定、事業
報告まで市民活動補助金審査委員会にて実施している。
平成１４年度より実施。 ○ ○ ○ ○

・はじめの一歩
団体のホームページ作成等団体の自立を促進するのに効果
的な事業に交付する補助金。交付は1団体につき1回限り1事
業のみ。1事業に対する補助金額は、5万円以内。
・ステップアップ
1年以上活動している団体の行う事業で、きわめて公益性が
高いと思われる事業に交付する補助金。1団体複数事業の申
請はできるが、交付は1事業のみ。1事業に対する補助金額は
50万円以内。

・公共の利益の増進に寄与することを目的
とする非営利の事業に自主的に取り組む
NPO法人または法人格を持たない市民活
動団体　・市内で市民活動を行っている
・団体の構成員が10人以上
・年間の活動計画がある
・申請する事業に係わる収支が明確になっ
ている　等

○ ○

市民経済部地域活
動支援課市民活動
支援係

047-351-1111

千葉県 柏市
柏市民活動補助金 自主的な市民公益活動の事業費補助。 期間：1団体最高3回まで。

補助額：事業費の2分の1、上限50万円
非営利かつ自主的な市民活動を行う団体

○ ○ 市民生活部市民活
動推進係企画総務

04-7167-1126

千葉県 柏市
市税の軽減 NPO法人に係わる法人市民税、軽自動車税の減免。

○
法人市民税：収益事業を行わない限り、均等割減免
軽自動車税：減免

NPO法人
○

財政部市民税課諸
税担当

04-7167-1124

千葉県 勝浦市
NPO法人が行う会議、行事など、事業を展開する上での
会場の確保について支援する。 ○

NPO主催の会議、行事を開催する際の公共施設(会議室など）
の使用

NPO法人
○

総務課庶務文書係 0470-73-6621

千葉県 鴨川市

ふるさと創生地域づくり事業 地域づくり団体が自主的・主体的に行う地域づくり事業に
要する経費についてその一部を補助する。

○ ○

特産品の開発、イベント等による活力ある地域づくり事業等地
域活性化に取り組む事業など、一定条件に該当する事業につ
いて、直接必要と認める経費に対し、補助率５０％以内、５０万
円を限度として補助金を交付。

市内の住民で結成された団体等

○

企画振興課企画係 0470-93-7828

千葉県 白井市

ＮＰＯ法人の活動に対する都
市公園等内の行為許可

ＮＰＯ法人が行う環境学習の普及・啓発活動のために、
市が所有する公園予定地内敷地の一部の使用を許可す
る。 ○

・許可申請により連続一年間の使用を限度として公園内の形
成が森である箇所での利用許可
・使用料の減免

火気を使用しない、土地の形質変更をしな
い等

○

環境建設部都市計
画課公園緑地班

047-492-1111

千葉県 館山市

障害者ホームヘルプサービ
ス事業

精神障害者の家庭にホームヘルパーを派遣し、日常生
活を営むのに必要な便宜を供与することにより障害者の
自立と社会復帰を促進する事業に補助する。 ○

運営費（報酬、給与、職員手当て等、共済費、賃金等） 市内を活動拠点とするNPO法人、医療法
人

○ ○

市民福祉部社会福
祉課精神保健福祉
担当

0470-22-3111（内線
573）

千葉県 館山市
精神障害者地域生活援助事
業

地域において共同生活を営む精神障害者に対し、日常生
活の援助を行うグループホームに対し補助する。 ○

運営費（報酬、給与、職員手当て等、共済費、賃金等） 市内を活動拠点とするNPO法人、医療法
人 ○ ○

市民福祉部社会福
祉課精神保健福祉
担当

0470-22-3111（内線
573）

千葉県 館山市
千葉県精神障害者ふれあい
ホーム運営事業

精神障害者に対し地域の中で住宅を供与し、日常生活や
社会適応に必要な援助を行う事業に補助する。 ○

運営費（報酬、給与、職員手当て等、共済費、賃金等） 市内を活動拠点とするNPO法人
○

市民福祉部社会福
祉課精神保健福祉
担当

0470-22-3111（内線
573）

千葉県 館山市
精神障害者共同作業所事業 家族会が運営する精神障害者共同作業所に対し補助す

る。 ○
運営費,管理費（賃金、通信費、物品購入費等） 市内を活動拠点とするNPO法人

○
市民福祉部社会福
祉課精神保健福祉
担当

0470-22-3111（内線
573）

千葉県 千葉市

千葉市民活動センターの運
営

市民公益活動を支援するための拠点施設として、千葉市
民活動センターを開設し、活動場所や情報の提供活動に
関する相談等を行っている。 ○ ○

活動場所の提供、情報収集及び提供、活動に関する相談 市に在住・在勤又は在学し、ボランティアや
NPO活動をしている人や、これから活動を
しようとしている団体・個人 ○ ○

市民局市民部市民
総務課計画係

043-245-5156

千葉県 千葉市

国際交流・国際協力団体活
動助成事業

千葉市民の自主的な国際交流、国際協力活動の促進を
図り、市の一層の国際化に寄与するため、市民の行う国
際交流・国際協力事業を支援する。 ○

市民団体が自主的に実施する国際交流・国際協力事業の経
費の一部を助成する。助成対象経費の2分の1以内で上限20
万円。

市内を活動拠点とする市民ボランティア団
体 ○ ○

総務局市長公室国
際交流課

043-245-5018

千葉県 千葉市
地域環境保全自主活動事業
補助金

地域で環境保全活動を行っている団体に補助金を交付
する。

補助対象経費の２分の１、３０万円を限度（補助金要綱に基づ
く支援）

市内で環境保全活動を行う任意団体等
○ ○ 環境保全部環境調

整課温暖化対策室
043-245-5199

千葉県 千葉市

美しい街づくりに係る活動支
援

地域での自主的な清掃活動を推進するため、定期的に
清掃活動を行う清掃ボランティア団体に対し清掃用具等
を支給する。

活動に必要な清掃用具や腕章のぼり旗等を支給 定期的に公園、道路、その他公共の場所
の清掃活動を行う地域ボランティア団体

○ ○ ○ ○ ○

環境管理部リサイク
ル推進課普及啓発
係

043-245-5530

千葉県 千葉市

フリーマーケット開催支援 町内会、PTA及びこれらに準ずる市民団体が主催するフ
リーマーケットの開催経費の一部を補助する。

○ ○

補助額＝（補助対象経費ー収入）×２分の１
※１団体年間１回５万円を限度　※補助対象経費は、開催に
伴う借地料、設営費、印刷費、通信費及び保健費

市内において町内会等の市民団体が自ら
会場を確保し、一般市民が出店する出店
数20店以上のフリーマーケット主催団体 ○

環境管理部リサイク
ル推進課普及啓発
係

043-245-5530

千葉県 銚子市

銚子市まちづくり応援事業 市民が主体となり自主的に行う''まちの活性化''　''交流人
口の増大''に資するまちづくり活動に対して補助金を交付
する。

○

１.にぎわいまちづくり事業
・事業費１０万円以上のまちづくり活動が対象
・事業に要した費用の３分の２以内（限度額２０万円）補助
２.交流のまちづくり事業
・事業費５００万円以上の大規模なまちづくり活動が対象
・事業に要した費用の２分の１以内（限度額５００万円）補助

・次の要件を全て満たす団体
（５人以上で構成されている団体・グルー
プ、　団体の構成員に２０歳以上の者がい
ること、　団体の代表者が市内に在住又は
在勤・在学していること）
・継続的に市の他の制度による補助金の
交付を受けている団体は対象外

○ ○

企画部企画課協働
のまちづくり担当

0479-24-8181（内線
509）

千葉県 流山市

市民福祉活動事業運営資金
貸付事業

市内に主たる事務所があるNPO法人に対し、新たな市民
福祉活動を立ちあげる事業の運営資金を貸し付ける。

○

貸付金額：1団体500万円を限度
貸付利率：長期プライムレートの2分の1
償還：1年（以内）据置、3年償還
担保：連帯保証人2名

市内に主たる事務所があり、かつ市内にお
いて市民福祉活動を行うNPO

○

保健福祉部社会福
祉課保健福祉総合
対策室

04-7150-6079
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相談、情報
提供

Ⅱ. 助成金 Ⅲ. その他
問合せ先支援内容 対象者

千葉県 流山市

地域福祉活動助成事業 高齢者等の保健福祉の増進を図ることを目的として事業
を行う民間の福祉団に対して事業費の一部を助成する。

○ ○

石室福祉等の普及及び及び向上、健康及び生きがいづくり推
進に寄与する事業を対象として必要最小限の備品購入費用
の一部に対し助成を行い、一団体につき100万円を限度とす
る。

事業立ち上がりに要する必要最小限の初
度備品などの購入費用。
事業遂行に必要な専門知識の修得に係る
研修費用。

○ ○

保健福祉部高齢者
支援課高齢者給付
係

04-7150-6080

千葉県 流山市
精神障害者共同作業所運営
費補助事業

精神障害者を通所させ、作業指導、生活訓練等を行う共
同作業所の運営に対して助成する。 ○

特定非営利活動法人自立サポートネット流山が経営する精神
障害者小規模作業所の運営費を助成。

市内を活動拠点とするNPO法人等
○ 健康福祉部高齢者

支援課給付係
04-7150-6081

千葉県 流山市

流山市心身障害者小規模福
祉作業所運営費補助事業

雇用されることが困難な心身障害者に設備を提供して就
労の機会を与えるとともに、生活指導などを行う施設へ運
営費を補助する。 ○

通所者の工賃を除いた事業へ700万円の補助を行う。 利用定員10名、事業日数週5日以上

○

保健福祉部障害者
支援課

04-7150-6081

千葉県 習志野市

ボランティア・NPO活動推進
事業

市がまちづくりの基本とする「市民と行政のパートナー
シップ」を実現させるため、ボランティアやNPO等の市民
活動や活動に携わりたい市民を育成・支援する。 ○ ○

情報提供：市民活動ハンドブックの作成、配付、ホームページ
での情報提供
場の提供：市民活動インフォメーションルーム

情報提供は全市民。場の提供は市内の市
民活動団体、もしくはこれから活動を行おう
とする団体。 ○ ○ ○

企画政策部まちづく
り推進課

047-453-9301

千葉県 成田市
在宅障害児（者）、一時介護
料助成事業

対象者に対する一時介護事業を行う団体として認定し、
その経済的負担を軽減するための助成をする。

対象者が一時介護事業を利用した際の利用料に対し２分の１
を助成（月額１万円を限度）

盲学校、ろう学校、養護学校並びに特殊学
級に通学する在宅障害児（者）及びその保
護者

○
障害者福祉課 0476-20-1539

千葉県 成田市

障害者小規模福祉作業所運
営事業費補助事業

雇用されることが困難な障害者に設備を提供して就労の
機会を与えるとともに、生活指導を行いその自立を助長
することを目的とする団体への運営費等を補助。 ○ ○

・運営費、人件費に対する補助
・新築・増改築、大規模改修に伴う施設整備事業費

小規模福祉作業所の運営設置主体となり
うる団体

○

障害者福祉課 0476-20-1539

千葉県 成田市

成田市生涯学習情報提供シ
ステム

ホームぺージ・情報誌による生涯学習に係る総合的な情
報の収集及び提供。人材（指導者・ボランティア）、グルー
プ等の登録。研修会等の実施。 ○

・市のホームページ及び情報誌へ登載し広く市民へＰＲし、活
動の場を広げる。
・登録した人材・グループ等に対して研修会を実施し、資質の
向上を図る。

・個人：無償で講師や指導者、ボランティア
活動を行っていただける方。
・団体：市内で活動している団体。 ○ ○

市教育委員会生涯
学習部生涯学習課
生涯学習推進班

0476-20-1583

千葉県 成田市

成田市学校内外を通した奉
仕活動、体験活動推進事業

地域の教育力を活性化し、ボランティア活動等社会奉仕
活動及び自然体験活動その他の体験活動の総合的な推
進を図るため、青少年のための情報提供・コーディネート
を行う。

○

関係機関・団体との連携、情報収集・提供、場の開拓、人材確
保、体験活動・奉仕活動のコーディネート

市内の小・中・高の児童・生徒、市内の青
少年

○ ○

市教育委員会生涯
学習部生涯学習課
青少年班

0476-20-1583

千葉県 成田市
子どもセンター運営事業 子供向け体験活動情報の収集・紹介を実施している「子

どもセンター協議会」の支援。 ○ ○ ○ ○ ○
運営費の95％を負担、運営に関する庶務を負担 特になし

○
市教育委員会生涯
学習課

0476-20-1583

千葉県 富津市

富津市留守家庭児童保育事
業

市内の小学校に在籍し、低学年の1年から3年までの児
童で下校後に監護する者が家庭にいない児童を保育す
る事業を支援する。 ○ ○ ○

留守家庭児童を10人以上保育しており、開設日は週5日以上
で開設時間は原則として下校時から午後5時までの事業に対
し最高で36万円以内の支援をする。

運営主体は留守家庭児童保護者を主とす
る織織が運営にあたる等。

○

市民福祉部福祉事
務所児童家庭係

0439-80-1256

千葉県 富津市

市民が誇れる市の顔づくり
関連事業

「躍動とにぎわい、やすらぎとふれあいの交差するまち
ふっつ」の実現に向けて都市イメージを高める市の顔づく
りを推進するため地域住民の方々による「特色ある地域
づくり」を応援する。 ○ ○

・対象事業は地域の特色を生かした公共性のある事業。
・市民団体等が自ら企画し実施する事業。
・補助額は補助対象経費の2分の1、一事業20万円を上限。
・補助期間は3年以内。 等

・市内で活動する10人以上のグループや
団体でその過半数が市内在住、在勤、在
学の人で構成されていること。
・市の他の補助を受けて同趣旨の事業を
行っている団体は除く。

○ ○

総合政策部企画課
企画係

0439-80-1223

千葉県 船橋市
痴呆性高齢者グループホー
ム整備費補助事業

グループホームを設置するＮＰＯ法人等に対し、補助金を
交付することにより高齢者福祉の増進を図る。

・グループホーム新設に係る施設整備費を補助する。
・補助限度額　２ユニット分 ２０,０００千円。

ＮＰＯ法人、その他民法第３４条により設立
された法人に限る。 ○ ○

福祉サービス部高齢
者福祉課

047-436-3354

千葉県 船橋市

ＮＰＯ法人まえはら子育て
ネットワーク事業への支援

幼児教室（３歳～５歳）において児童の保育を行って活動
している事業。

○

幼児の保護者から保育料を徴収し、幼児教室は保育者を雇
用して運営。児童ホームは条例施行規則に規定する団体使
用申請を検討し、貸出をしている。 ○

子育て支援部児童
家庭課

047-436-2318

千葉県 船橋市

船橋市地域福祉活動助成金 高齢化社会の進展に備えて設置した基金運用から生じる
収益を活用して、高齢者等の福祉の推進を目的とする事
業を行う民間団体に対し助成を行い、民間活動の進行を
図りつつ、地域福祉の増進を図る。

○ ○

・講師謝礼金として１人３万円を限度として助成。
・広報活動（紙、インク、コピー代）を助成。
・交流会の弁当代等助成（限度額あり。会員は対象外）。
・その他、事業実施に必要な経費。

原則として、地域における自主的な福祉活
動に実績のある民間団体の在宅福祉等の
普及、ボランティア活動の活性化に係る事
業等の取り組みに対し助成。１団体につき
１事業。

○ ○ ○

福祉サービス部地域
福祉課

047-436-3320

千葉県 船橋市

既存施設活用型痴呆性高齢
者グループホーム等整備費
補助の事業

保育園、アパート等の既存施設を改修することによりグ
ループホーム等を実施するＮＰＯ法人等に対し、その整
備に係る費用の一部を補助する。

・改修に必要な一定基準を満たした施設整備費及び設備整備
費の一部を予算の範囲内で補助する。
・補助対象経費実支出額と補助基準額とを比較して少ない方
の額に３分の１を乗じて得た額を補助する。
・グループホームの場合は２ユニットまで加算。

ＮＰＯ法人、その他民法第３４条により設立
された法人に限る。

○ ○

福祉サービス部高齢
者福祉課

047-436-3354

千葉県 船橋市

民間グループリビング運営
費補助事業

ＮＰＯ法人等が行う一定基準を満たしたグループリビング
施設に対し運営費の一部を補助し、グループリビングの
普及、経営の安定及び在宅福祉サービスの推進を図る。 ○

ＮＰＯ法人が行うグループリビング施設に対し、運営に係る費
用の一部を補助する。

要支援者及び軽度の要介護者も在宅サー
ビスを受けながら居住できる施設。

○ ○

福祉サービス部高齢
者福祉課

047-436-3354

千葉県 松戸市

らーめん寺子屋 商店街が空き店舗を活用しラーメン店開業を目指す人材
を育成する。

○

五香さくら通り商店会空き店舗対策事業
・ラーメン道場改装補助（改装工事費の３分の２を補助）
・店舗家賃補助（家賃費の３分の２を補助※平成１４年度の
み）

松戸市空き店舗対策事業補助金交付要綱
に基づく事業

○

経済担当部商工観
光課

047-366-7327

千葉県 松戸市

養護学校等放課後対策事業
補助金

学校の放課後や長期休み期間中、家庭内での生活が中
心となりがちな障害のある学童の社会的自立を支援す
る。 ○

平成１５年度の家賃等運営費の補助として、７００千円 学校の放課後や長期休み期間中、家庭内
での生活が中心となりがちな障害のある学
童の社会的自立を支援することを目的に活
動する団体

児童家庭担当部児
童福祉課

047-366-7347
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■コミュニティビジネス事業者、ＮＰＯ法人の活動に対する支援策

県 市区名 支援事業名 事業概要
具体的な支援内容 支援を受けるための要件等 部課係 ＴＥＬ
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平成１５年８月現在

対象者の属性Ⅰ. 研修、
相談、情報
提供

Ⅱ. 助成金 Ⅲ. その他
問合せ先支援内容 対象者

千葉県 四街道市

市民参加活動推進事業 自立的な市民の組織である「四街道まちづくり市民会議」
と市は、市民と行政が協働して「まちづくり」を行うため
に、「まちづくりのためのパートナーシップ協定」を締結。
市民会議と市は、対等な立場に互いに協力する。

○

・市民会議が作成する提言等を最大限諸施策や事業に反映
する
・市民会議への情報提供、広報活動、場所の提供
・専門家派遣、調査活動支援、経費負担　等

まちづくり市民会議の構成員であること

○

総合政策部事業政
策課まちづくり係

043-421-2111

千葉県 四街道市
ＮＰＯ活動支援事業 まちづくり活動や社会貢献事業に寄与できると判断され

る研修活動等に対し、市有バス利用を認める。
市内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人

○ 総合政策部事業政
策課まちづくり係

043-421-2111

東京都 足立区

コミュニティ施設活用商店街
活性化事業

商店街の空き店舗に保育サービスや高齢者交流施設等
のコミュニティ施設を設置・運営する事業に対し、事業費
の一部を補助する。

○ ○ ○

事業に要する経費にそれぞれの補助率を乗じた額（２年度目
行こうは家賃補助のみ）を補助する。
①補助率 ３分の２
謝金、旅費、店舗賃借料、回線使用料、広報費、委託費、等
②補助率 １０分の１０
内装・設備・施工工事費、備品費

補助対象事業者が商店街に立地する空き
店舗を賃借して設置・運営するコミュニティ
施設に対し補助をする。
（補助対象事業者）
１.商店街（商店街振興組合等）
２.商工会及び商工会連合会、商工会議所
３.事業協同組合等
４.第三セクター
５.社会福祉法人
６.特定非営利活動法人

○ ○

産業経済部産業振
興課商業係

03-3880-5865

東京都 足立区

仕事おこし就労支援の訪問
介護員養成研修

訪問介護事業所をはじめ、高齢者福祉サービス事業の
立上げを目指す人を対象に、訪問介護員資格取得のた
めの養成研修と起業の手法を学ぶための仕事おこし研
修を組み合わせて行う。

○

民間事業者に委託して実施。　受講定員４０名。 ・区内居住者かつ訪問看護員としての資格
を生かし、自ら福祉サービス事業を立ち上
げようと希望する人 ○

福祉部高齢サービス
課高齢計画担当

03-3880-5885

東京都 足立区

配食サービス促進事業 高齢者等の在宅生活支援、バランスのとれた食事による
栄養面からの食生活向上を目指し、健康の維持増進、介
護予防を図るため「あだち配食サービス協力店」が各事
業者の創意工夫により、高齢者等の自宅まで食事を配食
する事業。

○

・事業ＰＲリーフレットの作成、全戸配布
・あだち配食サービス協力店連絡会の運営
・衛生講習会、救命救急講習会の開催　等

「あだち配食サービス協力店」の会員であ
ること

○ ○ ○

福祉部高齢サービス
課在宅支援係

03-3880-5257

東京都 足立区
「ＮＰＯ相談」事業 ＮＰＯ法人設立支援または運営に関する相談事業「ＮＰＯ

相談」の実施（ＮＰＯ法人のネットワーク組織と協働事業） ○
ＮＰＯ法人の設立をめざす区民または区民活動団体に対し、
設立支援の相談事業「ＮＰＯ相談」を実施。また、設立をして間
もないＮＰＯ法人に対し、運営に関する基礎的な相談も実施。

ＮＰＯ法人の設立を考えている区民及び区
民活動団体、ＮＰＯ法人 ○ ○ ○

地域振興部地域支
援課ＮＰＯ活動支援
センター

03-3840-2331

東京都 足立区

ホームページ等による情報
支援

ＮＰＯ法人またはＮＰＯ活動を行う団体の活動に関する情
報をホームページにて情報提供

○

ＮＰＯとの協働を進めるため、また、ＮＰＯ法人やＮＰＯの活動
を庁内外等広く周知するために、センターのデータベースに
ホームページや機関誌等で区内のＮＰＯ法人やＮＰＯ活動情
報を提供していく。（ＮＰＯ法人設立に向けたガイドブック「ＮＰ
Ｏ法人設立マニュアル」による情報提供）

ＮＰＯ活動支援センターに法人や団体の活
動状況のデータを提出している法人または
団体。区内で活動しているＮＰＯ法人およ
び区民活動団体等。 ○ ○

地域振興部地域支
援課ＮＰＯ活動支援
センター

03-3840-2331

東京都 足立区
ＮＰＯ実務入門セミナーの開
催

ＮＰＯに関する実務的な基礎知識取得支援
○ ○

ＮＰＯ法人の設立や運営を支援するためのセミナーの開催（法
人の会計や税務、経営やマネジメントの実務的な能力取得セ
ミナー等）

区内に事務を置くＮＰＯ法人またはＮＰＯ法
人を目指す区民活動団体等 ○ ○ ○

地域振興部地域支
援課ＮＰＯ活動支援
センター

03-3840-2331

東京都 足立区

ＮＰＯ法人に対する人材育成
及び組織運営の向上のため
の助成事業

ＮＰＯ法人の構成員が講座へ参加するための講座参加
費助成、ＮＰＯ法人自らが主催する区民が参加できる講
座等を開催するための講師派遣費助成

○ ○ ○

法人組織の経営や運営能力を向上及び構成員のレベルアッ
プを図るため、それらに関連する講座に参加するための講座
参加費を一部補助する。また、法人のスキル、企画力、学習
力をアップさせるため、法人が自ら講師を招き主催し、区民が
無料で参加できる講座に対する講師派遣費を一部補助する。

区内に事務所を置くＮＰＯ法人または、法
人の社員の半数が足立区民であるＮＰＯ法
人を対象

○

地域振興部地域支
援課ＮＰＯ活動支援
センター

03-3840-2331

東京都 荒川区

コミュニティビジネス振興事
業

コミュニティビジネスを担う人材を育成することにより地域
経済・地域産業の活性化を図るとともに、コミュニティビジ
ネスの実態に即した振興策を検討する。

○

・コミュニティビジネス起業支援セミナーで、コミュニティビジネ
スという新しい概念・従来の営利目的事業のみを行う企業とは
異なるノウハウや情報を提供することにより、コミュニティビジ
ネスへの参入を促進する。
・併行して実態調査を行い、区内コミュニティビジネスの実態に
応じたその他の振興策を検討・実施する。

区内でコミュニティビジネスを営む者および
起業しようとする者

○ ○ ○ ○ ○

産業活性化推進室
産業振興観光課工
業振興係

03-3803-2311

東京都 荒川区

地域福祉推進事業助成 在宅福祉サービス事業を実施する非営利の地域福祉団
体の運営基盤強化を図るため、経費の一部を補助するこ
とにより、高齢者や障害者に対する在宅福祉サービス一
層の普及拡大を図る。 ○ ○

利用会員が２０名以上の次の事業
・日常生活サービス（家事援助、介護、移送等）
・地域福祉の普及・啓発（情報提供、研修、養成等）
補助期間は開始から３年官を限度とし、対象経費の２分の１を
補助（限度額３００万円）

区内に所在し、区民を対象に在宅福祉
サービスを実施している非営利地域福祉
団体

○

保健福祉部高齢者
保健福祉課高齢者
福祉係

03-3802-3111（内線
2678）

東京都 板橋区

いたばしボランティア基金の
支援事業

区内で活動するボランティアやＮＰＯが区内又は区民を対
象に実施する先駆的モデル事業に対し、「イタバシボラン
ティア基金（区民の寄付のみによる基金）」を活用し、必要
経費の一部（２０万円を限度に経費の２分の１以内）を補
助することで、区内のボランティア・ＮＰＯ活動の活性化を
図る。

○ ○ ○ ○

補助金の対象事業（２０万円を限度に事業経費の２分の１以
内）
・先駆的モデル的なボランティア・ＮＰＯ活動
・ボランティア・ＮＰＯ活動に関する区民意識を醸成する事業
・青少年又は高齢者のボランティア活動参加を促進する事業
・ＮＰＯ法人の成立
※人件費及び組織の運営にかかる経費等対象外経費あり

区内又は区民を主に対象とした事業を行
う、ボランティア団体、市民活動団体及びＮ
ＰＯ法人

○ ○

総務部総務課ボラン
ティア・ＮＰＯ係

03-3579-2058

東京都 板橋区

板橋区商店街空き店舗入居
者支援事業

区内商店街の中の空き店舗に入居して、地域の特性を生
かした事業を展開する個人またはＮＰＯ法人に対して必
要な支援を行う。地域に根ざした起業家を発掘し、商店街
のにぎわい創出と活性化を図ることを目的とする。 ○

・店舗の施設整備に関する費用（施設改修費、店舗什器費）
の３分の２以内（限度額１００万円）。※ただし、公益性を重視
した事業と区長が認めた場合は限度額２００万円
・家賃の３分の２以内で１～１２回目は限度額１ヶ月１０万円、
１３～２４月目は限度額１ヶ月７万円、２５～３６月目は限度額
１ヶ月５万円

入居募集後３ヶ月以上空いている店舗に
入居し、なおかつ、事業に対して商店街の
理解が得られていること。

○ ○

区民文化部商工振
興課商業振興係

03-3579-2171
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■コミュニティビジネス事業者、ＮＰＯ法人の活動に対する支援策
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対象者の属性Ⅰ. 研修、
相談、情報
提供

Ⅱ. 助成金 Ⅲ. その他
問合せ先支援内容 対象者

東京都 板橋区

コミュニティビジネス・モデル
支援事業

・コミュニティビジネス・コンテスト
コミュニティビジネスのビジネスプランを募集し、優れたプ
ランを表彰する。
・コミュニティビジネス・モデル補助金
コンテスト入選プランのうち、実際に事業化したものにつ
いて補助する。

○ ○ ○ ○

・コンテスト：優秀賞-賞金２０万円、入選賞-賞金５万円
・モデル補助金：初期運営経費の３分の１、５０万円以内

（プラン）開業することを前提としたビジネス
プラン又は当該年度の４月１日現在開業後
６か月に満たないものであること
（地域）活動拠点が区内にあること、又は区
内に隣接する区市に活動拠点があり事業
主体の代表者が区民であること

○ ○ ○ ○ ○

区民文化部商工振
興課工業振興係

03-3579-2172

東京都 板橋区

コミュニティビジネス・ワーク
ショップ

コミュニティビジネスに関心のある地域住民やＮＰＯ、企
業、教育機関等産学公民一体によるワークショップを通じ
て、地域の課題やニーズを掘り起こし、地域で解決する方
法を探りながら地域での交流を促し、コミュニティビジネス
の活性化を図る。

○ ○

運営準備委員会により運営予定
（主な内容）情報提供（事例研究・起業のノウハウ等）、グルー
プワーク（ビジネスプランの検討等）、情報の共有とネットワー
ク形成

コミュニティビジネスに関心があり参加を希
望する者

○ ○ ○ ○ ○ ○

区民文化部商工振
興課工業振興係

03-3579-2172

東京都 板橋区

はつらつ親子のひろば事業 区内の商店街の空き店舗等を活用して、在宅で子育てを
している保護者及びその乳幼児を対象に一時保育、育児
相談等の事業を行う事業者に対し、その事業に係る経費
の一部を補助する。

○ ○ ○

事業者の行う事業のうち親子の交流、乳幼児の一時預かり、
子育て相談、子育て講座等に係る経費の２分の１を補助。補
助限度は、１事業者あたり年間２００万円、補助期間３年とす
る。

対象事業を行う社会福祉法人、ＮＰＯ法人
等

○ ○

児童女性部児童課
児童係

03-3579-2471

東京都 江戸川区

地域福祉推進事業 区内の民間団体等が在宅福祉サービス等の多様な展開
を目指して実施する事業に対して、それらが地域に根ざし
たサービスとして提供できるように、当該事業の安定した
運営が確保できるよう、区が補助金を交付する。 ○ ○

・補助金交付対象事業
既存の公的制度及び補助事業に組み入れられていない、家
事援助、移送、食事サービス
・対象経費
人件費：コーディネーター、調理人等
事務経費：備品、家賃、活動費　　その他事業運営に必要な
経費

・区内に主たる事業所を有し、区民を対象
に社会福祉活動を実施している団体
・平成１４年度に東京都の地域福祉振興事
業により助成を受けていた団体 ○ ○

福祉部福祉推進課
計画係

03-5662-1275

東京都 江戸川区

江戸川区ボランティアセン
ターホームページによる情報
提供事業

ホームページにおける
・区内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人、ボランティア団体
の活動紹介
・法人設立等に係る関係機関、相談機関の紹介
・各助成機関が実施する助成事業、情報の提供

○

（事業概要のとおり）

○ ○

経営企画部企画課
ボランティアセンター

03-5662-7671

東京都 江戸川区

ハンディキャップ運行団体補
助事業

電動車イス等を常時使用し、タクシーが利用が困難な身
体障害者（児）の社会参加及び生活圏の拡大を促進する
ため、会員の相互扶助により、ハンディキャプを運行する
障害者団体を支援する。 ○ ○ ○

・区で発行する福祉タクシー券の利用実績に基づいた運行費
の助成を行う。
・運営のための人件費の一部助成
・区の施設の一室を事務所スペースとして貸し出し。
・支援額は概ね９００万～１,０００万円程度。

区内を活動拠点とする障害者団体

○

福祉部障害者福祉
課自立援助係

03-5662-0062

東京都 大田区

大田区地域福祉推進事業助
成

地域福祉団体が実施する福祉サービスの事業に対して
安定した運営ときめ細かな地域福祉活動が行えるよう経
費の一部を助成する。 ○ ○ ○

・助成金期間：３年間
・助成率：対象事業に要する経費の２分の１（※限度額あり）

自発的な市民の参加により福祉サービス
を提供する非営利団体

○ ○

保健福祉部計画調
整課庶務係

03-5744-1242

東京都 大田区

男女平等推進活動事業助成 区立男女平等推進センター区民自主運営委員会が男女
共同参画社会の実現に向けて実施する各種事業（講座、
講演会の開催・展示・交流事業等）を支援する。 ○ ○ ○

・区の助成金：５,４０４,０００円
・場の提供：区立男女平等推進センターに事務局を置く。講
座、講演会等の会場の提供。

区立男女平等推進センター区民自主運営
委員会

○

経営管理部男女平
等推進室

03-3766-4586

東京都 大田区

区民による公園等の自主的
管理（ふれあいパーク活動）

区民による公園の自主管理により、地域の庭活動の場と
して地域に愛される公園の実現を目指す。

○ ○

活動用具等の活動支援（支援金）、樹木等の剪定・施設の修
繕等、公園内で集めたゴミの収集、トイレ清掃、公園の使用許
可業務等

公園等の自主的管理に参加するものは、
当該公園の存する町会、自治会、区域内
の住民及びＮＰＯ、企業等を中心に５名以
上で組織し、日常（園内清掃）・点検活動等
を行う。

まちづくり推進部道
路公園課公園管理
担当

03-5744-1319

東京都 葛飾区

シニアを中心に構成する団
体が行う地域福祉活動支援
事業

高齢者福祉、障害者福祉、子育て支援等の地域福祉活
動を地域の課題解決のため区内で行う団体に対して必要
な経費を補助する。

補助限度額１００万円（必要経費の３分の２） 区内で継続的に活動する団体（法人の有
無問わない）

福祉部高齢者支援
課管理係

03-5654-8256

東京都 葛飾区

シニアのための社会参加セ
ミナー（ＮＰＯ、コミュニティビ
ジネス）

概ね５０歳以上のシニア世代を対象に、地域での自立し
た社会貢献活動をするリーダー的人材の発掘、育成を目
指し、ＮＰＯやコミュニティビジネスに関する講義または事
業計画書の作成までのセミナーを実施する。

○

５０歳以上の区民 福祉部高齢者支援
課管理係

03-5654-8256

東京都 北区

コミュニティビジネスとＮＰＯ
起業講座

地域に密着したビジネスの起こし方を総合的に勉強す
る。定員４０名、全８回（＠２.５時間）。

○

ＮＰＯ法人コミュニティビジネスサポートセンターと北区の共
催。講習と同時に受講生同士のネットワークづくりや地元金融
機関の参加を得て実践的な情報提供を図る。

原則として北区でコミュニティビジネス、ＮＰ
Ｏ活動、市民活動を行っている者、あるい
は、これから活動しようとしている者。 ○ ○

地域振興部産業振
興課産業振興係

03-5390-1234

東京都 江東区

学童クラブ事業（放課後児童
健全育成事業）

児童健全育成事業の一環として行っている学童クラブ事
業において、公立学童クラブの収容能力を超え、新規増
設の困難な地域及び一時的に需要の高い地域に対し、
区民と行政の役割分担の視点から運営形態に民間事業
による方法を加え、これに区が補助を行っている。

○ ○

以下対象経費を補助金として、放課後児童健全育成事業を行
う者に支援している。
・人件費（運営に必要な指導員の人件費）
・施設維持管理費（施設の維持管理に要する経費）
・運営費（事業運営に要する経費）

江東区私立学童クラブ運営事業補助要綱
に規定

○ ○

子ども生活部児童課
育成係

03-3647-9230

東京都 江東区

対面朗読・録音図書作成 目の不自由な方のサービスとして区内１０図書館で対面
朗読を行っている。朗読者は講習会を終了し、図書館に
登録しているボランティアが実施している。 ○ ○ ○

謝金（朗読者、録音図書作成者、講習会講師）

○

生涯学習部江東図
書館

03-3640-3151

○助成金（特に使途を限定しな
い）
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東京都 江東区

緊急地域雇用創出特別補助
事業

道路緑地帯の環境美化の向上を図るため、左記事業を
活用して、道路緑地帯に散乱している空き缶やペットボト
ル等のごみと雑草の繁茂に対応するため、清掃と除草を
実施して雇用の促進を図る。

○

事業期間：平成１４～１６年度
事業費：平成１４年度-１５,２２８千円　平成１５年度-１５,２２８
千円　平成１６年度-７,６１４千円 ○

土木部道路課道路
事務所

03-3642-5004

東京都 新宿区

高齢者福祉活動基金助成事
業

在宅福祉の向上を推進するため、地域における高齢者福
祉活動を助成する。

○ ○ ○ ○

・高齢者の生活支援、介護予防に関する活動及び事業
・高齢者の生きがいと健康づくりに関する活動及び事業
・その他区長が認めた活動及び事業

区内において地域高齢者福祉活動を行う
者及びそれらの者が組織する団体

○ ○ ○

福祉部高齢者福祉
推進室高齢者福祉
計画課福祉計画係

03-5273-4567

東京都 新宿区

障害者福祉活動事業助成 障害者の自立と社会参加を促進する自主活動を援助す
るため助成金を交付し障害者の福祉増進を図る。

○ ○ ○ ○

（助成対象事業）
学習及び研修事業、調査研究事業、福祉教育・啓発事業 等

（新宿区障害者福祉活動基金条例第６条）
自立のための社会的活動を行う障害者又
はその家族及び障害者に対する援助活動
を行う区民又は法人その他の団体。ただし
専ら特定個人の活動はこの限りでない。

○ ○ ○ ○

福祉部障害者福祉
課福祉推進係

03-3209-1111（内線
3361）

東京都 杉並区

杉並区ＮＰＯ支援基金 区民、団体及び事業者からの寄付金をＮＰＯ支援基金に
積み立て、あらかじめ区に登録したＮＰＯ法人からの申請
に基づき、区民の参加する「杉並区ＮＰＯ等推進協議会」
の審査を経て本基金からＮＰＯ活動に必要な資金を助成
する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○

寄付金を原資として助成する制度であることから、寄付が一定
程度集まった時点で、助成内容を決定する。助成対象事業
は、特定非営利活動促進法で定める「非営利活動に係る事
業」。寄付者は、寄付先を希望することができるとともに、税制
上の優遇措置の対象者となる。

（（事前）登録要件）
①特定非営利活動法人であること。（ただ
し、法人設立認証申請中の場合も可）
②主たる事務所が区内にあること。また、
特定非営利活動を行う区域が区内にある
こと。
③事業費の総額のうちに非営利活動に係
る事業費の占める割合が５０％以上あるこ
と 等

○

区民生活部地域課
地域係

03-3312-2111（代）

東京都 杉並区

地域福祉活動立上げ支援事
業

地域で高齢者や障害者のために食事提供や家事援助等
の福祉サービスを提供する団体に対し、活動の立上げや
継続・拡充を支援するために経費の一部を補助する事
業。

 ○
一部 ○ ○ ○ ○

高齢者、障害者、児童等を対象として実施する福祉活動で公
的制度（介護保険制度を含む）や公的補助の対象となってい
ない活動に対し、活動立上げまたは活動継続に必要な経費の
３分の２を補助する。

利用会員の過半数が区民であり、営利を
目的としない団体（ＮＰＯ法人、地域福祉の
振興に寄与する活動を行う民間団体で利
用会員及び協力会員が１０名以上で運営さ
れている団体等）

○ ○

保健福祉部管理課
地域福祉係

03-3312-2111（内線
1358）

東京都 杉並区

ＮＰＯ等介護保険事業者資
金貸付事業

区内において介護保険事業への参入を促進するため、Ｎ
ＰＯ法人及び営利を目的としない事業者に対して必要な
資金を無利子で貸し付ける。

○

・事業設立資金：事業所の設置等（300万円）
・運転資金：事業の開始から介護報酬が得られるまでの人件
費等（７００万円以内※条件あり）
・事業転換資金：指定事業者へ転換し、事業を継続するため
に必要な費用等（1,000万円）

・法の規定により東京都知事の指定を受け
た事業者であるＮＰＯ法人
・区基準該当サービス事業者の登録に関
する要項により登録した基準該当事業者で
営利を目的としないもの

○ ○ ○

保健福祉部高齢者
施設課事業支援担
当

03-3312-2111（内線
1125）

東京都 杉並区

コミュニティ・ビジネスセミ
ナー事業

平成１５年度新規事業として、地域のニーズに応えた事
業を展開し、地域の活性化への貢献、地域の雇用促進及
び商店街の空き店舗を活用したビジネス展開を視野に入
れたコミュニティ・ビジネスセミナーを開催する。

○

検討中 検討中 区民生活部経済勤
労課産業振興担当

03-3312-2111（内線
1328）

東京都 杉並区

起業家講座創業セミナー事
業

実際に創業した方との勉強会等、実践的なセミナーの開
催。

○

・起業成功のポイント、ビジネスプランの立て方
・簿記・経理の基礎知識・損益計画・資金繰表作成実習
・資金調達の方法、市場開拓のポイント　等 ４日間開催

区内在住者 区民生活部経済勤
労課産業振興担当

03-3312-2111（内線
1328）

東京都 墨田区

すみだベンチャーサテライト
オフィス事業（新規創業支
援）

新規創業・新分野開拓企業を支援するため、民間オフィ
スビルをベンチャーサテライトオフィスとして認定し、新た
な活力ある企業の集積促進を図る。 ○ ○

・入居企業に対し、月額賃料の２分の１の額（上限５万円）を２
年間補助
・インキュベータマネージャーの派遣による事業運営相談を実
施
・事業運営にかかる各種情報の提供

・新たに創業しようとする企業もしくは創業
３年以内程度の企業で今後成長の可能性
が大きいと認められる企業等（飲食業を除
く）

○ ○ ○ ○

地域振興部商工担
当産業経済課

03-5608-6188

東京都 世田谷区

市民活動支援事業 区民等からの寄付金を活用し、次の３事業を実施
①市民活動立ち上げ助成事業（ベーシックサポート）
②自立促進支援事業（ステップアップフォロー）
③協働事業（コラボレーションプロジェクト）

○ ○ ○ ○

・ベーシックサポート
立ち上げ期の基盤整備にかかる費用　上限１５万円
・ステップアップフォロー
ＮＰＯ法人が活動基盤の確立に向けた事業開発等にかかる
費用　・コラボレーションプロジェクト
区と協働で進める事業に対する団体からの企画提案にかか
る費用　５０万～１５０万

・ベーシックサポート
特定非営利活動促進法に基づく法人を立
ち上げようとしている市民活動団体
・ステップアップフォロー
特定非営利活動促進法に基づく法人格取
得団体
・コラボレーションプロジェクト
特定非営利活動促進法に基づく法人格取
得団体、又はそれと同等の組織、活動実績
運営能力を有する団体

○ ○

生活文化部市民活
動推進課

03-5432-2234

東京都 台東区
地域産業等ＩＴ化活動支援 地域産業のＩＴ化を促進する活動団体を情報提供、セミ

ナー開催場所の提供、事業委託等、様々な面から応援す
る。

○ ○ ○ ○
産業部経済商業課 03-5246-1111

東京都 千代田区

区民集会室の貸出し 区民集会室の利用料を免除する。

○

現在、区民集会室は、全１１施設、３９室ある。１日を３コマに
分けて貸出しを行っている。１室１コマにつき、本来６００円～
６,７００円の利用料がかかるところを、団体登録後、免除の申
請により利用料を免除する。

区内に活動拠点を置く東京都認証のＮＰＯ
法人で、その本来の活動を目的として利用
する場合。 ○

麹町出張所 03-3263-3831
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問合せ先支援内容 対象者

東京都 千代田区

男女共同参画センター・ミー
ティングルーム貸出し

性別にこだわることなく、一人ひとりの人間として、互いに
持っている力や知恵を尊重し、発揮しあって、力不足のと
ころは支え合いながら、次代を担う子どもたちを健康に共
に育て、責任や思いやりある心豊かな社会を作るための
活動拠点として、設置・運営を行う。 ○

センター運営事業の一つとして、登録団体に対し、センターの
ミーティングルーム（１５人程度収容）の貸出しを無料で実施。

・活動目的が男女共同参画社会の実現に
資するものであること
・構成員が５人以上であること
・ 在住・在勤・在学者を主な構成員とする
団体であること
・代表者が千代田区内に住所または勤務
先を有しもしくは区内の学校に在学してい
ること
・営利を目的としないこと

○ ○

政策経営部国際平
和・男女平等人権課

03-3246-2111

東京都 千代田区

千代田まちづくりサポート事
業

コミュニティビジネス事業者ＮＰＯ法人に限らず千代田区
を中心とした市民レベルのまちづくり活動に対し助成を行
う。　助成金は一団体につき５万円から５０万円までとし、
助成団体、助成金額は公開で行う審査会で全て決定す
る。第５回を迎えている現在までで４２団体に助成してい
る。

・活動を行うのに必要な実費（材料費、資料代等）
・活動に必要な講師や専門家に対する謝礼等

公開審査会で決定した、千代田まちづくり
に結びつくテーマで活動を行っている３名
以上で構成されたグループであれば、区在
住、在勤、在学、国籍は問わない。 ○ ○

（財）千代田区街づく
り推進公社事業管
理部企画情報課

03-3262-0211

東京都 千代田区

ちよだエコ・オフィス町内会 オフィス古紙を分別回収することにより、ごみにするより
安いコストで資源として再利用し、ごみの減量と省資源を
図り、企業として環境や社会へ貢献する。 ○

情報提供、ＰＲ、回収ボックスの貸与 区内の中小事業所

○ ○

環境土木部清掃リ
サイクル課事業推進
係

03-5211-4259

東京都 千代田区
商店街段ボール回収 商店街及び事業所から事業系廃棄物として排出される段

ボールの共同回収事業を支援・育成する。 ○
ポスター・ちらしの作成等のＰＲ、専用有料シールの作成 区内の商店街、事業所

○ 環境土木部清掃リ
サイクル課事業推進

03-5211-4259

東京都 千代田区

有価物集団回収の支援 自主団体が行う集団回収に対し、報奨金や作業用具を支
給することにより回収の支援を行い、ゴミの減量と資源の
有効活用を図る。

○

報奨金や作業用具の支給 区内の自主団体

○
環境土木部清掃リ
サイクル課事業推進
係

03-5211-4259

東京都 千代田区

民間非営利団体等事業補助 民間非営利団体等がコミュニティの振興や地域の活性化
を目的とする活動をする際に、その活動の育成、活性化
を促すことを目的に事業の援助を行う。 ○ ○ ○ ○ ○

.活動にかかる諸経費の一部または全部を対象に助成金を交
付する（１団体年間１０万円を限度）。

区内に住所または事務所を置き、活動を
行っているＮＰＯ法人、ボランティア団体

○ ○

（財）千代田区コミュ
ニティ振興公社管理
課

03-5275-0123

東京都 千代田区

Ｄ－PACプロジェクト２００３
への支援

コミュニティび共存する住民・企業・ボランティア・行政の
人々が互いに知恵を出し、協力しあい、災害に強いコミュ
ニティをめざすための防災教育プログラム。 ○

会場（会議室）の提供、プロジェクター等機材の貸出、茶菓の
提供

千代田区在住・在勤者に広く公開されてい
ること

○

区民生活部防災課
防災計画係

03-3264-2111（内線
2294）

東京都 文京区

文京区青少年の社会参加推
進事業補助金

文京区において非営利活動を行う団体（ＮＰＯ等）が実施
する青少年の社会参加を推進する事業に対し、その事業
経費の一部を補助することにより、当該事業の充実と定
着を図る。

○ ○ ○

補助申請のあった事業内容を審査し、当該事業にかかる経費
の２分の１以内で１００万円を上限とし、区の予算の範囲内で
交付を決定する。

区において非営利活動を行う団体（ＮＰＯ
等）が実施する青少年社会参加を推進する
事業（区の該当補助金交付要綱及び都の
該当事業補助金の趣旨に合致する事業）

○ ○

区民部男女平等青
少年課青少年係

03-5803-1186

東京都 文京区

区民防災組織の活動助成 文京区区民防災組織その他の団体が大地震等に備え被
害を最小限にするため、災害に備えた訓練を実施するに
あたり、その訓練経費の助成を行う。 ○

組織が自主的に行う訓練に対して助成を行う。
助成対象は、防災訓練に必要な資器材購入経費、広報活動
経費等。助成対象経費の４分の３に相当する額（３万円を限
度）を助成。

・文京区内で訓練をするＮＰＯに限る。
・対象助成となる助成経費にかかる部分が
他から同種の助成金等の交付を受けてい
る場合は該当しない場合がある。

○

総務部防災課 03-5803-1179

東京都 文京区

精神障害者グループホーム
運営費補助

一定程度の自活能力のある精神障害者が地域社会にお
ける自立を促進するため、生活の場を提供するとともに、
日常生活における必要な指導等を行い、かつ精神保健
福祉法第５０条の３に規定する事業を行う施設に補助金
を支給する。

○

都４分の３と区４分の１の割合で補助金を支出 法人格を有する団体

○

保健衛生部保健予
防課予防係

03-5803-1230

東京都 文京区

地区まちづくりの推進 都市マスタープランに基づき、地域拠点地区のまちづくり
基本計画を策定し、計画的なまちづくりを推進する。ま
た、地域拠点地区をはじめまちづくりの気運のある地域
に対して勉強会への職員参加、コンサルタント派遣及び
組織運営助成等を行うことで住民主体のまちづくりを支援
する。 ○ ○ ○

・まちづくりコンサルタントの派遣
・まちづくり推進要項に基づく助成金の交付
・協議会会合の場の提供、会合への参加

まちづくり協議会としての認定要件
・区民等によって構成されていること
・区民等に参加の機会が保証されているこ
と
・当該団体が継続して６月以上まちづくり活
動を行っていること
・当該団体の主たる活動が、まちづくり推進
地区内の区民等の大多数の支持を受けて
いること
・当該団体が会則、規則等を定めているこ
と

○

都市計画部計画調
整課まちづくり担当

03-5803-1235

東京都 港区

みなとＮＰＯハウス管理運営 廃校になった中学校の各教室をＮＰＯ団体の事務所とし
て使用。現在２９団体が入居。あくまでも暫定的活動であ
るが、区とＮＰＯとの協働の実現の場として位置づけてい
る。平成１４年７月開設。 ○

廃校の校舎部分を月額１㎡８３８円（１５年度）で貸出中。普通
教室が約６０㎡・月額約５千円程度。周辺の地価を考えると格
安で事務所を構えることができる。建物の維持、補修費は区
で負担。

区広報誌にて入居希望団体募集。審査を
経て入居団体を決定。主な入居要件は活
動実績が３年以上、募集時点で区内に事
務所を構えていること。事務所の困窮度
等。

○ ○

戦略事業推進室事
業推進課

03-3578-2111

東京都 港区

港区ＮＰＯ活動助成事業 ＮＰＯ法人及び公益活動を目的とする団体に対し、事業
費の助成を行う。助成の種類は自立支援事業と区の協働
事業。

・自立支援事業
（対象経費）報償費、消耗品費、委託料等
（助成額）上記経費の２分の１以内、上限２０万円以内
・区との協働事業
（対象経費）賃金、報償費、印刷製本費、委託料、賃借料等
（助成額）上記経費の２分の１以内、上限２００万円

区内に事務所を有すること。定款または規
約を持っていること。１０人以上の構成員が
いること。

○ ○

戦略事業推進室事
業推進課

03-3578-2111

東京都 清瀬市
ＮＰＯ・地域団体活動の支援 高齢者福祉の向上に向けた事業

○
介護事業（ミニ・デイサービス）、環境保護事業（環境保護イベ
ント）、パソコン事業（ＰＣクラブ、ＰＣ教室、リサイクルＰＣ）

清瀬市補助金等交付要綱による
○

健康福祉部高齢支
援課

0424-92-5111

東京都 清瀬市
ＮＰＯ・地域団体活動の支援 設備機器の補助事業

○
配食サービス事業に係る作業用ガス台の購入 清瀬市補助金等交付要綱による

○ 健康福祉部高齢支
援課

0424-92-5111
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東京都 清瀬市

移送サービス事業 障害者や高齢のため体が不自由になった人たちへの移
送サービス（通院・一時帰宅・買い物等）。会員制度を取り
入れたミニキャブ運行システム。 ○ ○ ○

支援の金額は約５００万円 対象団体は市内に所在し、市民等を対象
に社会福祉活動を実施している団体で営
利団体を除く。 ○ ○

健康福祉部障害福
祉課

0424-92-5111（内線
182）

東京都 国立市

国立市中小企業事業資金・
緊急事業資金

中小企業（法人・個人）、農業（法人・個人）に加えて、ＮＰ
Ｏ法人に対して、運転・設備資金等を融資する制度

○

運転、設備資金等融資し、利用者の負担を軽減するため、市
が利子の一部を補給する。
［例］設備資金：融資限度額７００万円、融資利率２％、利子補
給１％
緊急事業資金：融資限度額１００万円、融資利率１.８％、利子
補給１％

市内に引き続き１年以上、登記上の本店所
在地があり、かつ、市内で同一事業を一年
以上営んでおり、市税滞納していない中小
企業（法人・個人）、農業（法人・個人）、ＮＰ
Ｏ法人

○ ○

市民部産業振興課
商工係

042-576-2111（内線
147）

東京都 国立市
一般コミュニティ助成事業 住民の行うコミュニティ活動を推進し、その健全な発展を

図るため、必要な施設または備品購入費について助成す
る。

祭り、運動会、その他コミュニティ行事に使用する施設または
備品の購入費（助成金100万円～250万円の間）

市内の地域住民からなるコミュニティ組織
○ 総務部地域防災課

コミュニティ係
042-576-2111（内線
346）

東京都 国立市
自治会集会所運営費補助 自ら建設し、広く地域住民の利用に供している集会施設

に対し、運営費の一部を助成する。 ○
当該集会施設の前年度の管理運営に要した光熱水費を算定
の基礎として支出する。（限度額15万円）

市内の自治会、町内会
○ 総務部地域防災課

コミュニティ係
042-576-2111（内線
346）

東京都 国立市
国立市環境浄化協議会補助 文教都市にふさわしい緑と文化とふれあいのまちづくりに

努めている団体に活動費を補助する。 ○
活動費（70,000円）の補助 国立市環境浄化協議会

○ 総務部地域防災課
コミュニティ係

042-576-2111（内線
346）

東京都 国立市
国立市体育協会補助 市民の健康とスポーツ活動を振興し、市民の体育向上を

図り、スポーツ精神を涵養すると共に市民総合の融和を
図る。

○
年額1,400千円

○ 教育委員会生涯学
習課社会体育担当

042-576-2111

東京都 国立市

介護人派遣団体補助 訪問介護やハンディキャブの運行を行う団体に対し運営
費を補助する。

○

運営費や研修費等　年額15,378千円 都の地域福祉振興事業の補助を受け、平
成15年度から地域福祉推進事業の補助対
象に移行した団体 ○

福祉部福祉計画課
地域福祉係

042-576-2111

東京都 国立市

リフト付乗用自動車運行事
業補助

車いす利用の障害者の移動手段の確保のため、車いす
ごと乗用できるリフト付タクシーを運行しているタクシー業
者にその経費の一部を助成する。

事業活動の助成金として経費の一部 年600万円 リフト付タクシーの運行業者

○

福祉部生活福祉課
障害者福祉係

042-576-2111

東京都 国立市

資源回収推進奨励事業 生活の中から排出される再生可能な有価資源を回収す
る団体及び業者に対し、奨励金を交付することにより、ご
みの減量、生活環境の保全及び資源の有効利用を図
る。

助成金
（団体）紙類１㎏回収につき９円、瓶類１本回収につき７円 等
（業者）紙類１㎏回収につき３円、瓶類１本回収につき３円 等

市内の自治会、子ども会、スポーツ団体等
地域住民で組織する営利を目的としない団
体及び団体から資源を回収している事業
者のうち国立市において登録証の交付を
受けたもの。

○ ○ ○ ○

環境部ごみ減量課
清掃係

042-576-2111（内線
141）

東京都 国立市

生ごみ堆肥化容器購入費補
助

生ごみ堆肥化容器を購入する者に対し、その購入費の負
担を軽減し、一般家庭における生ごみの自己処理を促す
ことにより、生ごみの減量及び再利用を促進し、もって良
好な地域環境の向上を図り、循環型社会形成を推進する
ことを目的とする。

助成金
・堆肥化容器購入金額の５分の３（１基につき5,000円を限度）
・堆肥化容器は一世帯につき２基まで
・堆肥化容器の購入金額は送料並びに消費税及び地方消費
税とする。等

住民基本台帳に基づき、国立市に住民登
録し、現に居住している者で堆肥化容器を
購入し、市内に設置する負担軽減措置から
５年を経過した後でなければ対象としない。 ○

環境部ごみ減量課
清掃係

042-576-2111（内線
141）

東京都 国立市

家庭用電動生ごみ処理機購
入費補助

家庭から排出される生ごみの容量を減少または堆肥化さ
せる電動生ごみ処理機を購入する者に対し、負担軽減す
ることにより、ごみ減量および環境保護を推進し、生活環
境の向上を図る。

助成金　生ごみ処理機の購入金額の２分の１（20,000円を限
度）

住民基本台帳に基づき、国立市に住民登
録している者で、指定登録業者から生ごみ
処理機を購入し、市内に設置する者 ○

環境部ごみ減量課
清掃係

042-576-2111（内線
141）

東京都 国立市

農業展補助事業 市の農業について関係団体と総合的な協力のもとに広く
市民に紹介し、認識を深めてもらうとともに、都市農業の
充実と農産物の生産技術の向上を図る。

補助金　６００，０００円 農業者、家庭菜園で組織する実行委員会
に補助 ○ ○

市民部産業振興課
農産係

042-576-2111

東京都 国立市

特産物出荷改善事業補助 特産物の容器及び規格を統一して地域農産物の育成、
市場及び消費者に国立産野菜・果樹の品質、信用の向
上を図る。

補助金
特産野菜等特産物に対して使用する段ボール、ビニール袋等
の購入費に対して１００分の３０以内で補助

市内で農業を行っている農業団体

○

市民部産業振興課
農産係

042-576-2111

東京都 国立市
農業経営者クラブ育成事業
費補助

都市化の進展に適応した企業的農業経営の育成や農業
のあるまちづくりを目指す団体に補助する。

補助金　１５０,０００円　活動経費として補助 市内で農業を行っている農業団体
○

市民部産業振興課
農産係

042-576-2111

東京都 国立市

公衆浴場施設助成事業補助 国立市浴場組合が実施する事業に対し、原材料費等の
一部を補助する。

○

１.菖蒲湯（小学生までの入浴料、菖蒲代、清涼飲料代）
２.敬老の日（６５歳以上入浴料）
３.柚子湯（６５歳以上入浴料、柚子代、清涼飲料代）

国立市浴場組合が実施する事業

○

市民部産業振興課
商工係

042-576-2111

東京都 国立市

公衆浴場施設及び設備改修
費補助

公衆浴場が地域の公衆衛生の確保に果たしている役割
とその公共性に鑑み、施設及び設備の改修に要する経
費を補助することにより市民生活の向上に寄与する。

助成対象事業費に要した経費の３分の１（※１浴場につき２０
万円を上限）

市内で公衆浴場の営業許可を受けている
者 ○

市民部産業振興課
商工係

042-576-2111

東京都 国立市

商店街活性化事業補助 商店街の近代化を通じ、市の商業振興を図るため、共同
施設の設置またはイベント事業等を行う商店会に対して、
その事業の一部を助成する。 ○

①共同施設：装飾街路灯、駐車場、アーチ、カラー舗装道路
等　　②イベント事業：商店街実施のまつり、催し 等

市内商店会

○

市民部産業振興課
商工係

042-576-2111

東京都 国立市
商工会育成費補助 商工会の事業運営に資する補助

○
商工会の事業運営費の一部として補助 国立市商工会

○ 市民部産業振興課
商工係

042-576-2111

東京都 国立市
商工会商業振興事業補助 商店街が実施する「賑わい事業」に対し、その事業費の

一部を補助する。 ○
市補助金50％＋商工会補助金25％＋商店会負担25％ 事業実施の商店会

○
市民部産業振興課
商工係

042-576-2111

東京都 国立市
商店会装飾灯電気料補助 市内の商店会が商工振興のため維持管理している装飾

灯の電気料の一部を補助する。 ○
２２商店会　補助率１０分の９ 市内の装飾灯を維持管理している商店会

○
市民部産業振興課
商工係

042-576-2111

東京都 国立市

都市景観形成協議会等助成 国立市都市景観形成条例に基づき、重点地区の指定向
け関係市民による都市景観形成に関する方針及び重点
地区景観形成基準を定める。 ○ ○ ○

助成金
・期間：３年間（１年毎の審査）
・助成額：１年間の助成限度額１０万円

景観形成協議会

○

都市計画課指導係 042-576-2111
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■コミュニティビジネス事業者、ＮＰＯ法人の活動に対する支援策

県 市区名 支援事業名 事業概要
具体的な支援内容 支援を受けるための要件等 部課係 ＴＥＬ

１
起
業
講
座

２
相
談
、
情
報
提
供

３
人
件
費

４
専
門
家
指
導
費

５
広
報
・
宣
伝
、
イ

ベ
ン
ト
開
催
費

６
運
営
・
管
理
費

７
研
修
会
参
加
費

８
場
の
提
供

９
融
資

１
０
税
制
支
援

１
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

２
株
式
会
社

３
個
人
事
業
者

４
任
意
団
体

５
個
人

６
そ
の
他

平成１５年８月現在

対象者の属性Ⅰ. 研修、
相談、情報
提供

Ⅱ. 助成金 Ⅲ. その他
問合せ先支援内容 対象者

東京都 国立市
樹木・樹林等保存助成 保存樹木への助成、生垣助成 ・保存樹木への助成：年間１本3,000円

・生垣助成：新たに設置する場合１ｍ８千円 ２４万円まで等 ○
環境部環境保全課
水と緑の係

042-576-2111

東京都 国立市
青少年育成地区委員会補助 青少年の健全育成を図り、青少年問題の解決に向けて

各地区で自主的に活動。 ○
活動費補助：年額1,200千円（＠150,000円×８団体）

○
教育委員会生涯学
習課青少年・国際化
担当

042-576-2111

東京都 狛江市

ＮＰＯ情報誌作成 市民活動情報誌「わっこ」を発行（３３,０００部）。新聞折込
にて各世帯へ配布、公共機関窓口駅等で配布。

○

ＮＰＯ法人、市民活動団体の活動紹介、会員募集、助成金情
報等を掲載。情報誌「わっこ」を通じて市民、市民活動団体、
事業者、市の互いが情報を共有し、市民協働のまちづくりを目
指す。

「わっこ」に掲載するため団体登録が必要

○ ○

企画財政部市民協
働課協働推進係

03-3430-1111

東京都 多摩市

消費生活フォーラム補助事
業

消費者団体連絡会の研究成果及び発表の機会として、ま
た、市民向け消費生活問題の啓発の場として「消費者
フォーラム」を実施する。

○

消費者関係団体、フォーラム参加団体

○
くらしと文化部生活・
交通課

042-338-6803

東京都 多摩市

多摩センター地区活性化イ
ベント事業補助金

多摩センター地区において、市民や周辺大学の学生等が
自ら企画・実施する多摩センター地区の活性化に寄与す
る事業に対し、その事業費の一部を補助する。 ○

企画提案の採用団体（４団体）

○ ○

くらしと文化部産業
振興課

042-338-6830

東京都 多摩市
公園愛護会 主に、地区公園を対象に、地域住民、自治会等により組

織された団体に対し、公園の清掃及び花壇の管理を依
頼。

○
活動登録団体　清掃８４団体、花壇活動２７
団体 ○

環境部公園緑地課 042-338-6837

東京都 多摩市
地域福祉推進事業 介護サービス、移送サービス、ミニデイサービス、ミニ集

会の各事業への補助。 ○
在宅福祉サービス提供団体（１３団体）

○ ○
健康福祉部在宅福
祉課

042-338-6903

東京都 多摩市
芸術文化関係団体補助金 芸術文化団体間の情報交換、団体活動の支援を通して、

芸術・文化活動を推進する。 ○ ○ ○
芸術文化関係団体の連合体

○
生涯学習部生涯学
習振興課

042-338-6883

東京都 多摩市

市民企画講座 市民団体の自発的な学習活動を振興し、また、より質の
高い学習の場を保証するために、市民を対象に企画され
た講座を公民館主催事業として実施した。 ○

申請後に審査（２６団体）

○ ○

生涯学習部永山公
民館

042-337-6661

東京都 調布市

調布市地域福祉活動支援事
業

市内で高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉等に関する
活動やこれらの活動を支援するためのネットワークづくり
や情報発信等の活動に対し、それに係る経費を支援す
る。

○ ○ ○

講師謝礼、備品購入費、印刷製本費、事務所賃借料、通信運
搬費等を対象に年間９０万円を上限に助成。

市内を中心にボランティア活動をはじめとし
た地域福祉の向上に貢献する活動を行っ
ている、若しくは新たに行おうとする団体。
法人格の有無は問わない。

○ ○

福祉部福祉総務課 0424-81-7102

東京都 八王子市

市民企画事業補助金 地域の課題解決やより豊かな市民生活実現のために、
市民自ら企画立案し実施する事業について、その事業費
の一部を補助する。

○

団体の経常的な活動に関する経費、団体構成員の親睦等に
関する経費等事業実施に必要な経費の２分の１以内を補助。
活動支援部門は５～１０万、事業実施部門は１０～１００万円。

以下要件を全て満たす団体
①非営利かつ市民生活における不特定多
数の利益に寄与し、自発的に自主・自立し
た運営を継続的に行う団体。
②構成員５人以上のグループで、構成員に
複数の市民を含むこと。
③政治活動及び宗教活動を主たる目的と
する団体ではないこと。

○ ○

生涯学習部交流課 0426-48-2230

東京都 日野市
市民活動支援事業 公共施設として「市民活動支援センター」を活動の場とし

て提供。 ○
市内を活動拠点とする市民活動団体

○ ○
企画部企画調整課 042-585-1111

東京都 稲城市
ＮＰＯ法人への税制支援

○
法人市民税均等割の減免 市内を活動拠点とするＮＰＯ法人で収益事

業を行っていないこと ○
企画部税務課市民
税係

042-378-2111

東京都 東村山市

地域福祉推進事業補助金 高齢者、障害者等を対象として在宅の福祉サービスを提
供する市民団体等に対して、その福祉サービスに要する
事業費の一部を補助し、当該団体を支援・育成し、地域
福祉の発展に寄与する。

○ ○

（対象となる事業）家事援助サービス、介護サービス、食事
サービス、移送サービス、入浴サービス

市内に事務所を有する団体で、以下要件を
満たすもの。
①法人でないこと（ただし、ＮＰＯ法人を除
く）　②.主に市民を対象に福祉サービスを
提供する団体であって、営利を目的として
いないこと。
③継続して１年以上の活動実績があり、引
き続き活動を継続する見込みがあること。
④他の制度により同様の補助を受けてい
ないこと。

○ ○

保健福祉部生活福
祉課計画担当

042-393-5111（内線
3115）

東京都 府中市
ＮＰＯ・ボランティア活動支援
事業

市民が自発的かつ継続的に行う社会貢献活動を促進す
るとともに、ＮＰＯ、ボランティア、市民、事業者及び市に
協働の推進を図る。

○ ○ ○ ○
・ＮＰＯ・ボランティアに関する情報収集・提供・相談・ガイダン
スの実施・講座やイベントの開催
・活動拠点の設置

市内の活動拠点を置くＮＰＯ・ボランティア
団体又はこれから活動を始めようとする市
民

○ ○
生活文化部文化コ
ミュニティ課ＮＰＯ・ボ
ランティア支援担当

042-335-4035

東京都 三鷹市

三鷹市蛍の発生環境づくり
事業

大沢の里において、蛍の発生を促進させる環境づくりや、
水田において稲作を行い、地元住民や子供達に農業体
験等環境学習をボランティアにより行っている。

○

管理・運営に伴う費用（光熱費・物品購入費等）として、年間５
０万円の助成を行っている。

大沢の里において自然環境の保全、創出
及び環境学習の場として活動を行う団体 ○

都市整備部緑と公
園課緑と水係

0422-45-1151（内線
1151）

東京都 三鷹市

高齢者外出支援事業 公共交通機関の利用が困難な高齢者等を対象に、外出
を支援するため地域ボランティアの協力を得て移送用車
両による移送サービスを行う。 ○ ○ ○ ○ ○

利用者、介助者及び運転ボランティアは受託したＮＰＯ法人の
会員となり、移送車両を利用し移送サービスを行う。市は実施
要綱によりＮＰＯ法人に当該事業に係る委託契約を締結し、委
託料を支出する。

市内で活動する特定非営利活動法人

○

健康福祉部地域福
祉課

0422-45-1151（内線
2618）
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対象者の属性Ⅰ. 研修、
相談、情報
提供

Ⅱ. 助成金 Ⅲ. その他
問合せ先支援内容 対象者

東京都 武蔵野市

ＮＰＯ講演会 市内のＮＰＯ、ＮＰＯ法人、ボランティア団体の関係者を対
象に、行政と協働するメリットを武蔵野市の実情を踏まえ
ての講演会を開催。

○ ○

テーマ：「ＮＰＯ活動の可能性」－ＮＰＯと行政との協働とは－
自治体とＮＰＯがパートナーシップを形成することが必要とさ
れ、豊かな地域社会を形成する上で重要な課題となってい
る。そのため、ＮＰＯが行政と協働するメリットを実情を踏まえ
て考える場とした。

市内に事務所のあるＮＰＯ、ＮＰＯ法人やボ
ランティア団体等の関係者

○ ○ ○

企画政策室市民活
動センターコミュニ
ティ文化係

0422-60-1830

東京都 武蔵野市

特定非営利活動法人支援事
業

市内に事務所のあるＮＰＯ法人が行う公益活動に要する
経費の一部を補助する。

○ ○ ○

・助成対象経費：講演会等の開催に要する経費、調査に要す
る経費等
・補助金：１団体につき年１事業とし、１０万円を限度として予
算の範囲内で交付。

市内に事務所を置くＮＰＯ法人が行う公益
活動

○

企画政策室市民活
動センターコミュニ
ティ文化係

0422-60-1830

東京都 武蔵村山市
市民協働推進事業 １.ＮＰＯ法人設立時の相談　２.市民税の減免

○ ○
１.ＮＰＯ認証申請時の相談
２.市民税の減免（要申請）

１.ＮＰＯ法人設立の意向がある団体
２.ＮＰＯ法第２条第２項に規定する団体 ○ ○

企画財政部企画調
整課

042-565-1111（内線
374）

神奈川県 小田原市
わがまちよいとこ応援事業 市民の自主的なまちづくり活動に対し財政支援を行う。

○ ○
対象事業費の２分の１、２０万円限度、同一事業１回のみ。 １０人以上の市民で構成する団体

○ ○ 市民部市民交流課
市民活動支援担当

0465-33-1706

神奈川県 鎌倉市

鎌倉市市民活動センター管
理委託事業

市内２カ所のＮＰＯの支援施設「鎌倉市市民活動セン
ター」の管理運営と各種講座、シンポジウム等これに付随
する事業を展開。また、その他ＮＰＯ支援に必要と思われ
る支援事業を企画、実施している。

○ ○ ○

イベント会場の確保、広報誌への掲載、庁内調整等 公共性、社会性のある課題に取り組む市
民活動団体（ＮＰＯセンターへの登録が必
要） ○ ○

市民経済部市民活
動課市民活動推進
担当

0467-23-3000（内線
2311）

神奈川県 川崎市

民間シェルター支援事業 夫等からの暴力による女性への人権侵害を救済するた
めの緊急一時保護施設を運営する民間団体に対し、運
営費を補助する。

○

市内に２箇所ある緊急一時保護施設を運営する２団体に対
し、施設の管理運営費の一部を補助する。平成１４年度から
事業開始。

特に規定はないが、当該事業を運営する
民間団体を市が特定して支援している。 ○ ○

市民局人権・男女共
同参画室

044-200-2300

神奈川県 川崎市

川崎市空き店舗総合活用事
業

地域コミュニティの場としての商店街の活性化を図るた
め、商店街振興組合やＮＰＯ法人等が空き店舗を利用し
て保育施設や高齢者向けの交流施設等のコミュニティ施
設を設置する事業に対し助成を行う。 ○ ○ ○ ○

補助限度額：３００万円以下（国庫補助該当の場合６００万円
以下）補助率：２分の１以下（国庫補助該当の場合６分の５以
下）

・商店街の空き店舗で事業を実施すること
・任意商店街の場合は、川崎商工会議所
の推薦を受けること。
・社会福祉法人又はＮＰＯ法人の場合は、
申請に際して空き店舗が所在する商店街
の推薦を受けること。等

○ ○

経済局産業振興部
商業観光課商業
サービス係

044-200-2328

神奈川県 相模原市

パートナーシップ人材育成事
業

パートナーシップの推進や地域の活性化を図る上で有効
な事業モデルとして期待されるコミュニティビジネスにつ
いて、市民を対象にコミュニティビジネスに関する知識の
習得や情報の収集、交流の機会を提供する。

○

ＮＰＯ法人に事業委託を行い、プログラム等について今後検
討を行う予定。

○ ○ ○ ○ ○

企画部パートナー
シップ推進課

042-769-9225

神奈川県 相模原市

ＮＰＯ・市民活動活性化研究
事業

ＮＰＯや市民活動の活性化を図る観点から、市民活動の
理念・方策についての啓発や人材育成について、研究や
講座等の事業を実施する。併せて市民活動団体のデータ
ベースの構築を行う。

○

ＮＰＯ法人に事業委託を行い、プログラム等について今後検
討を行う予定。

○ ○ ○ ○ ○

企画部パートナー
シップ推進課

042-769-9225

神奈川県 逗子市

コミュニティビジネス支援事
業

地域に眠る能力と資源を有効活用し、地域の活性化が図
られるよう、参加者各自による事業計画の作成とこれに
対する講師のアドバイスを中心とする起業支援を目的と
した講座を開催する。

○

連続５回の講座、各自による事業計画書の作成 ・これまでの経験と知識と情報を活用して、
地域社会のために事業を起こしたい者
・中間支援機関としてコミュニティ・ビジネス
をサポートしたい者 等
条件として、
・市内で起業しようと考えていること
・コミュニティ・ビジネスという考え方を基本
的に理解していること　等

○ ○ ○ ○ ○ ○

企画部企画調整課 046-873-1111（内線
328）

神奈川県 大和市

大和市ＮＰＯ法人支援パイ
ロット事業補助金

ＮＰＯ法人の活動基盤を強化し、市民活動と行政との協
働の仕組みづくりを推進するために、財政的支援を行う。
（平成15年度をもって廃止） ○ ○

・運営費補助
・活動費補助
・機材等購入費補助
・団体から提案するそれ以外の事業の補助

市内において公益的な活動を継続的に
行っているＮＰＯ法人

○

市民経済部市民活
動課市民活動支援
担当

046-260-5103

神奈川県 大和市

大和市保健及び福祉事業に
関するＮＰＯ法人支援パイ
ロット事業

ＮＰＯ法人の活動基盤を強化し、市民活動と行政との協
働の仕組みづくりを推進するために支援を行う。（平成１５
年度をもって廃止） ○ ○ ○ ○

・財政的支援（ホームヘルプサービス等前年度の活動時間に
応じて補助額を決定）
・情報の交換、活動の支援、公共施設の提供
・公共サービスにおける参入機会の提供

・保健福祉部に係る保健及び福祉分野の
ＮＰＯ法人
・市内で継続的に活動を行う公益性の高い
ボランタリーな保健事業又は福祉事業の活
動

○

保健福祉部福祉総
務課福祉政策担当

046-260-5604

神奈川県 大和市

福祉タクシー等利用制度 在宅の重度障害者に対して、社会参加及び生活圏の拡
大を図るため、月額2,000円に相当する福祉タクシー利用
券を交付している。又、普通車両の利用が困難な障害者
への制度利用拡大のため、福祉車両で移送サービスを
行っているＮＰＯ法人も利用できることとしている。

障害者がＮＰＯ法人の移送サービス料金の支払いに、市で交
付している福祉タクシー券を利用できることとしている。

市と協定を結んだタクシー会社及び移送
サービスを行うＮＰＯ法人

○ ○

保健福祉部障害福
祉課障害福祉担当

046-260-5665

神奈川県 横須賀市
国際海の手文化フェア市民
行事補助

「国際海の手文化都市」横須賀をアピールできる市民が
主催する行事に対する補助金 ○

行事開催経費の２分の１、５０万円を限度に補助 「国際海の手文化都市」横須賀をアピール
できる行事を行う市民団体等 ○ ○ ○

企画調整部企画調
整課

046-822-9730

神奈川県 横須賀市
市民協働推進補助制度 市民が企画提案する公益的な事業に対する補助金 ・「はじめの一歩」補助金 上限１０万円

・「ステップアップ」補助金　事業費の２分の１、上限５０万円
市内に活動拠点を有する市民公益活動団
体 ○ ○ 市民部市民生活課

市民協働推進担当
046-822-9699

神奈川県 横須賀市
留守家庭児対策事業 留守家庭児の学校外における健全な育成を図る事業

○ ○ ○
学童クラブに対する補助金交付、学校等公共施設の提供 学童クラブ、児童数１０人以上

○ 市民部青少年課計
画担当

046-822-8223

神奈川県 横須賀市
デュオスクール事業 女性起業家セミナー

○
事業計画、会計の知識、ビジネスマーケティング、法務等起業
に必要な専門知識を学び自立を支援する。

起業を目指す女性等２０人
○
市民部男女共同参
画課

046-822-8228
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問合せ先支援内容 対象者

神奈川県 横須賀市
シェルター運営事業 ＤＶ被害者の一時避難場所の運営補助

○ ○
施設運営補助金交付、公共施設の無償貸与

○ 市民部男女共同参
画課

046-822-8228

神奈川県 横須賀市
デュオよこすか管理事業 男女共同参画社会実現のための推進拠点

○
男女共同参画社会の推進を目的とする市民公益活動団体等
に活動の場を提供（支援センター的機能）

市民
○ ○ ○

市民部男女共同参
画課

046-822-8228

神奈川県 横須賀市

障害者地域作業指導事業、
知的障害者生活ホーム設置
運営事業、精神障害者グ
ループホーム設置運営事
業、在宅障害者地域訓練会
事業

障害者関係団体等への活動支援 上記事業に対する補助金交付 障害者関係団体

○ ○

健康福祉部障害福
祉課

046-822-9488

神奈川県 横須賀市

まちづくり支援事業 自らまちづくりを進めようとする団体に対し、まちづくりの
ノウハウ等の提供、協働による事業手法の検討などを行
い、再開発、町並み整備の推進、既成市街地のリニュー
アル、活性化を図る。

まちづくり協議会への助成、アドバイザー派遣 市内で自らまちづくりを進めようとする団
体・個人１０人以上

○ ○ ○ ○

都市部まちづくり課 046-822-8309

神奈川県 横須賀市

ベンチャー支援事業 市内で実施される新しい技術・新しいサービスによる事業
を認定し、支援する。

○ ○ ○

・家賃補助
・横須賀市産学官交流センターへの入居
・融資※事業実績１年未満でも利用可
・経営・事業相談（無料）

中小企業及び個人（中小企業基本法第２
条に規定する中小企業者）で横須賀市ベン
チャー事業評価委員会による審査、推薦を
経て市が認定した事業者。

○ ○ ○

経済部産業政策課 046-822-8290

神奈川県 横浜市

コミュニティビジネス支援事
業

経営相談や情報提供を行う総合窓口を開設し、経営全般
にわたる支援を行うとともに、事業者のネットワーク体制
を構築することにより事業展開を支援するため、シンポジ
ウムや交流会を開催する。

○ ○

・経営総合サポート
経営相談、情報提供の総合窓口を開設し、経営や法人設立
の支援を行うほか、専門家の派遣を実施。また、事業者向け
の情報をホームページや窓口で提供する。
・事業者ネットワーク構築
シンポジウムや事業分野別の事業者交流会を開催し、成功例
や課だけの共有、パートナーづくりを図ります。
・経営支援モデル事業
事業者の事業立ち上げを支援し、経営強化を図る。

コミュニティビジネスの起業家及び事業者

○ ○ ○ ○ ○ ○

横浜プロモーション
推進事業本部創業・
ベンチャープロモー
ション課

045-671-4235

新潟県 加茂市

加茂市モデル・コミュニティ活
動推進事業

地域住民が主体となって自ら計画的に地域づくりの諸事
業を行う場合、コミュニティ活動として側面的に支援し、新
しい地域社会づくりの推進を図る。

○

・活動計画が全市的なモデル活動としてふさわしく、熱意が認
められる団体に対し、モデル・コミュニティ活動推進団体として
指定。指定した団体の活動に対し、「加茂市はつらつコミュニ
ティ活動費補助金」を交付。
・補助金は、実際の活動に要した経費の範囲内とし、各年度５
万円～２０万円とする。（補助基準あり）　等

・全市的なモデルとなる活動
・市の他の制度の補助金等の交付を受け
ていない団体の事業

○ ○ ○

企画財政課企画調
整係

0256-52-0080

新潟県 新発田市
新発田市税条例 ＮＰＯ法人にかかる法人市民税の減免措置

○
収益事業を行わないＮＰＯ法人について、申請に基づき、法人
市民税の減免を行う。

収益事業を行わないＮＰＯ法人
○

総合管理部税務課
市民税係

0254-22-3101

新潟県 上越市

ＮＰＯ育成支援事業 専門知識を有するＮＰＯ法人にＮＰＯ・ボランティアセン
ターの管理運営を委託し、市民活動団体の拠点施設とし
ての役割を強化するとともに、市民活動団体の強化を図
る。

○ ○

委託業務の内容
・ＮＰＯ相談、助言、指導
・情報収集、提供
・市民活動拠点施設の管理

市内を中心に活動を行っているＮＰＯ、ボラ
ンティア団体

○ ○

企画部企画課市民
参画係

025-526-5111（内線
454）

新潟県 上越市

ボランティア活動支援補助金 ボランティア活動の健全な発展を支援するために、広く市
民に参加を呼びかけて実施しようとするイベント・セミ
ナー・講座等の開催にかかる費用を助成する。 ○

交付金額は、当該事業経費の２分の１、上限２０万円。 市内を中心に活動を行っているＮＰＯ、ボラ
ンティア団体

○ ○

企画部企画課市民
参画係

025-526-5111（内線
454）

新潟県 上越市

上越産業フェア開催支援事
業

「地域の特産品や工業製品等の紹介を通じて、住民の地
域産業への結びつきと認識を一層高めるとともに、地域
産業の活性化につながる情報交換の場を創出する」こと
をテーマに、上越産業フェア実行委員会が行うフェアに交
付金を助成。コミュニティビジネス事業者、ＮＰＯ法人は、
出展者若しくは来場者として参加することにより、活動の
周知やサービスの提供先を発掘する。

○

・小間出店は２日間で１３,０００円～３０,０００円と廉価、来場は
無料。

上越市及び周辺市町村の商工業者のほ
か、実行委員会が認めた者。

○ ○ ○ ○ ○

産業環境部産業振
興課工業・新産業係

025-526-5111（内線
265）

新潟県 上越市

中心商店街創業者支援モデ
ル事業

「上越市中心市街地活性化基本計画」において推進機関
として認定した上越ＴＭＯ（上越商工会議所）の空き店舗
対策事業の一環として、独立開業意欲のある人に低価格
で貸しスペースを提供し、商店街の担い手となる起業家
の育成を図るチャレンジショップ事業を支援する。

○ ○

・支援事業補助、改装補助、公告宣伝費補助
・支援の金額は概ね２００万円（補助対象経費の２分の１以
内）

上越ＴＭＯの事業に対する支援事業

○

産業環境部産業振
興課商業係

025-526-5111

新潟県 上越市

上越市中小企業向け融資制
度

中小企業者の設備投資や運転資金に対し、様々な用途
に対応できる市独自の制度融資を設け、経営の安定化を
図れるように支援している。 ○

中小企業振興資金、中小小売業活性化支援資金、地方産業
育成資金 等

・中小企業者であること
・市内に住所又は事業所を有していること
・市内で営業経歴が６ヶ月以上あること
・市税が完納していること

○ ○

産業環境部産業振
興課金融係

025-526-5111（内線
266）

新潟県 上越市

PTAウィークエンド子ども体
験活動事業

子どもたちの健全育成を推進し、併せて完全学校週５日
制の実施を受け、地域の受皿役として単位PTAが主体と
なって実施する事業について支援する。上越市PTA連合
会に交付金を交付。PTA連合会事務局にて内容を審査
し、各単位PTAに交付する。

○ ○

・上越市PTA連合会への交付金は年間６００万円（平成15年
度）
・各単位PTAが実施する自然体験活動、環境学習、農作業等
の勤労体験活動、スポーツレクリエーション等の活動費の一
部または全部を補助する。

市内各小中学校の単位PTAで構成する上
越市小・中学校PTA連合会

○

教育委員会生涯学
習推進課社会教育
係

025-526-5111（内線
327）
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■コミュニティビジネス事業者、ＮＰＯ法人の活動に対する支援策

県 市区名 支援事業名 事業概要
具体的な支援内容 支援を受けるための要件等 部課係 ＴＥＬ
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対象者の属性Ⅰ. 研修、
相談、情報
提供

Ⅱ. 助成金 Ⅲ. その他
問合せ先支援内容 対象者

新潟県 上越市

農業・農村ネットワーク事業 生産者と消費者との情報交換の場として、正善寺工房を
活用し、加工体験教室やイベントを開催し、都市と農村の
交流促進を図る。 ○

地場農産物を使った加工製造や体験教室、イベント開催を通
して施設の有効活用を図ると同時に、ＮＰＯ法人の活動支援と
して場を提供する。

施設管理、加工体験教室、イベント開催、
加工製造業務を行うこと

○

産業環境部農林水
産課農政振興係

025-526-5111（内線
284）

新潟県 燕市

ＮＰＯ・ボランティア等市民活
動団体への活動の場の提供

市民活動団体を対象に市街地の空き住宅を市が賃借し、
希望団体に無償で共同利用を前提として活動の場を提
供。

○ ○

・家賃、光熱水費は市負担
・公共施設以外の市街地での空き住宅を活動の場として提供

市内に活動拠点を置く、ＮＰＯ法人かまち
づくり等のボランティア活動を行っている市
民活動団体を対象

○ ○
企画調整課 0256-63-4131

新潟県 栃尾市

ＮＰＯセミナーの開催 ＮＰＯ活動に興味がある者を対象にしたセミナーの開催

○

県職員を講師にしたセミナーを２回開催
・ＮＰＯの解説と法人設立のメリットデメリット等の研修
・法人設立手続等の実務研修 ○ ○

企画財政課企画調
整係

0258-52-5816

新潟県 長岡市

市民活動研修助成事業 市民活動の推進役となる人材を育成することを目的とし、
市民活動に関する企画運営のノウハウ等を学ぶ研修に
参加する場合の経費を助成する。

○

研修参加に必要な受講料、旅費、宿泊費等の自己負担分の３
分の２の額を助成する。

次の条件を全て満たす人
・市民活動を行っている人または関心のあ
る人
・市内に住所を有する人または市内で活動
する団体に属する人
・１５歳以上の人（中学生除く）

○

企画部市民センター 0258-39-2763

新潟県 新潟市

商店街空き店舗運営事業 商店街に存在する空き店舗を利用して共同店舗やコミュ
ニティ施設として運営する場合、改装費及び賃借料の一
部を補助するもの。

○

・店舗改装費：補助率３０％ 限度額２億（初年度のみ）
・店舗賃借料：補助率５０％限度額３００万円（３年間）

商店街振興組合、事業協同組合、商店街
を形成する任意組織等 ○ ○

商工労働部商工振
興課商工振興係

025-228-1000（内線
2527）

新潟県 新潟市

めざせ！商人事業 新規開業を目指す商売未経験者を対象に、低廉な家賃
の２坪程度のミニショップを提供し、開業や仕入れ、販売
のノウハウ等を指導し、独立開業を目指してもらう。（出店
者に対する間接補助）

○

事業主体であるにいがたＴＭＯに対し家賃等の運営費を補
助。平成１５年度予算 21,023千円。

新規創業者であること

○ ○

商工労働部商工振
興課商工振興係

025-228-1000（内線
2527）

新潟県 新潟市

にいがたｅ起業館運営事業 ＩＴ系の中小・ベンチャー企業の事業創出や起業の促進を
図るため、インキュベート施設を提供する。

○

フリーアクセスのＯＡフロア、セキュリティシステムの整備され
たオフィススペース（約１０坪）を月額６０，０００円で賃貸する。
（最長３年）

情報通信技術を活用した事業活動を行う
創業３年未満の中小・ベンチャー企業、個
人事業者　ほか ○ ○ ○ ○ ○

商工労働部商工振
興課新産業振興係

025-226-2524

新潟県 新潟市

情報系ベンチャー支援事業 ＩＴ系の中小・ベンチャー企業の事業創出や起業の促進を
図るため、新潟市中心市街地区域に事務所を持つ起業
に家賃補助を行う。 ○

研究開発の拠点となる事務所の賃借料の２分の１（月額上限
５万円、最長２年間）を補助する。

情報通信技術を活用した事業活動を行う
創業３年未満の中小・ベンチャー企業、個
人事業者　ほか ○ ○ ○ ○ ○

商工労働部商工振
興課新産業振興係

025-226-2524

新潟県 新潟市

社会貢献活動推進事業 市民による自主的・自発的な参加によるまちづくりの推進
に向けて、ボランティアやＮＰＯ等社会貢献活動の促進・
支援を行う。 ○

・啓発パンフレットによる情報提供
・平成１５年度は専用ホームページを作成予定（情報提供、団
体同士の交流の場）

市内を活動拠点とする社会貢献活動団
体、ＮＰＯ法人及び一般市民 ○ ○ ○

市民局社会貢献奉
仕活動支援担当

025-228-1000（内線
2406）

新潟県 見附市

市民活動支援事業 ボランティア活動、コミュニティ活動、まちづくり活動等を
行う団体・グループの活動を支援する。

○ ○ ○

・利用登録団体への情報提供
・事業金の助成（総額５０万円）
・場の提供（待ち合わせスペース、印刷機器等の提供）

非営利活動で特定の宗教、政治に関わら
ない公共的、公益的な活動を対象

○ ○ ○

市民課市民活動係
市民交流センター

0258-62-5981

長野県 大町市

小規模ケア施設整備支援事
業

新築あるいは既存家屋を改修し、小規模ケア施設の整備
を行う場合に、建築にかかる経費を補助する。

○

新築あるいは既存家屋を改修し、小規模ケア施設の整備を行
う場合に、建築にかかる経費の４分の３を（上限７５０万円）補
助する。本事業の対象者にはＮＰＯ法人が含まれる。

介護保険の通所介護サービス事業所の認
可を持つ任意団体等

○ ○

民生部福祉課高齢
者・介護保険係

0261-22-0420

長野県 岡谷市

チャレンジショップ設置補助
金

創業希望者に対し、再開発ビル内の一角を提供するとと
もに、出店の際の改装費等を補助する。 ○ ○

・店舗改装費に対する補助：補助率3分の1　限度額15万円
・場の提供：再開発ビル内の一角を提供、使用料は全額減免

新規に出店を希望する者で、将来市内に
出店する意思のあるもの ○ ○ ○ ○

経済部商業観光課 0266-23-4811

長野県 岡谷市

シルク岡谷ふるさと産業研
究会補助金

当市の伝統産業である絹製品の新製品を開発、販売の
促進を図るとともに、後継者の育成を図るため、市及び蚕
糸業団体からなるシルク岡谷ふるさと産業研究会に対し
補助する。

○

研究会の運営に対する補助　年額５０万円

○

経済部商業観光課 0266-23-4811

長野県 塩尻市

協働のまちづくり推進事業 ・協働のまちづくり推進のため、職員と市民向けのＮＰＯ
についての講演会を開催。
・塩尻ＮＰＯネットワークと協働で、ＮＰＯ活動展示・相談・
体験会を開催。 ○ ○ ○

・ＮＰＯ職員講座『協働のまちづくり－ＮＰＯとの協働に期待さ
れるもの－』開催（塩尻市主催）
・ＮＰＯ市民講座『ＮＰＯってなんだろう？－協働のまちづくりに
向けて－』開催（塩尻市主催）
・ＮＰＯ活動展示・体験・相談会開催（塩尻ＮＰＯネットワーク主
催）

・塩尻ＮＰＯネットワーク（未認証団体含む１
０団体）
・塩尻市職員
・関心のある市民（在住問わず） ○ ○ ○ ○ ○ ○

企画部地域づくり課
市民活動支援係

0263-52-0280

長野県 塩尻市

ＮＰＯ法人等活動支援事業 高齢者、障害児者等が、日常的に憩う場所において、ボ
ランティア活動等を行おうとするものに対し、起業支援及
び活動拠点整備支援を行う。 ○

・起業支援：借家家賃１０分の１０以内　限度額　月額５万円
光熱費　１０分の１０以内　限度額　月額２万円　１年間
・活動支援：借家家賃　２分の１　限度額　年額３０万円  ２～５
年間

高齢者生活支援活動等の地域福祉推進事
業を行うＮＰＯ法人

○

福祉事業部福祉介
護課庶務係

0263-52-0280

長野県 諏訪市

諏訪市チャレンジショップ 上諏訪駅前商店街の中核施設であるスワプラザビルの
空きフロアを利用し、物販・サービス業等の創業を考えて
いる未経験者を対象に、低リスクでの商業の経営ノウハ
ウを習得することを支援するとともに、地盤沈下の激しい
中心市街地の賑わいを創出する。

○

・出店者は１区画あたり月額１万円の参加料のみで出店
・市は厳しい経営状況のスワプラザに対し、床借上料、電気料
を支出

商業のノウハウを習得し、将来独立を考え
ている未経験者

○ ○ ○

経済部商工課商業
労政係

0266-52-4141（内線
431）
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Ⅱ. 助成金 Ⅲ. その他
問合せ先支援内容 対象者

長野県 長野市

長野市特定非営利活動法人
保健福祉活動補助金

保健又は福祉の増進を図ることを目的とする特定非営利
活動法人の活動の健全な発展を促進するため、当該法
人の事務所等の設置及び管理に要する経費に対し、補
助金を交付する。

○

・補助対象経費：事務所及び駐車場の賃借料、事務所の維持
管理費及び光熱費（条件あり）
・補助率：上記経費の３分の２以内、最高50万円
・補助期間：３年間

・ＮＰＯ法人の設立認証を受けていること
・主たる目的が高齢者、障害者若しくは児
童に係る社会福祉又は地域保健の増進を
図る活動を行うことであること
・活動が主に市区域内において行われ、か
つ、市民を対象とするものであること
・市内に事務所を有すること
・その活動に継続性が認められること

○

保健福祉部厚生課
庶務・援護担当

026-224-7329

山梨県 甲府市
NPO法人に対する法人住民
税(均等割)の減免措置

当該NPO法人からの申請により、法人住民税の減免措
置を行う。 ○

甲府市に法人住民税を納付する義務のあ
るNPO法人のうち、法人税割の課税のない
もの

○
市民部市民税課 055-237-1161

山梨県 甲府市

消費者啓発育成事業 消費者問題について、講演会、研修会、啓発誌の発行、
商品量目検査を行う市民活動団体への支援をすることに
より、消費者意識の啓発と計量の普及を図る。 ○ ○

消費生活に関する講演会の開催、情報提供、生活用品の試
買量目検査を支援する。

市の施策に見合う事業の実施を行なう市
民団体 ○

市民部交通安全生
活課

055-237-1161

山梨県 甲府市

資源物回収事業 有価物回収(市に設定した回収事業)に参加していない自
治会や有価物回収日に排出できなかった市民のために、
行政指導による分別収集を図りながら、資源物の回収を
実施する民間業者の組合の支援策として事業委託してい
る。

○ ○ ○

資源物等の収集及び選別業務に対する委託料 市内を活動拠点とする資源回収業者によ
る協同組合で、市の施策方針に基づく回
収・分別作業を行うこと。 ○

環境部環境推進課 055-241-4327

山梨県 甲府市

商店街ふれあいコミュニティ
創出支援事業

国庫補助事業の2年次事業として、市民活動やNPO,学生
団体などの活動に対する支援拠点、海外姉妹都市の観
光、物産の情報提供など、新たな事業展開を図る中で商
店街の賑わいの創出を図る。

○ ○

国庫補助事業としてTMOが実施主体となり、「まちなかヴァン
ホーレプラザ」、「まちなかイベントホール」、「まちなかものづく
り工房｣の3店舗がH14年7月にオープンし、その事業に対し助
成を実施。（平成14年度支援額  概ね400万円）

市の指定する中心市街地エリアで活動を
行うこと。

○ ○ ○ ○ ○

産業振興労政部商
業振興課

055-237-1161

山梨県 甲府市

空き店舗活用事業 中心商店街の活性化や地域に密着した街づくりに資する
ため、商工会議所等が実施する空き店舗活用事業に要
する経費を助成する。 ○

チャレンジショップ事業への支援。中心商店街の空き店舗へ
NPO等が入居した際、店舗賃貸料、内装設備工事費について
助成を行う。

市の指定する中心市街地エリアで活動を
行うこと。 ○

（TMO)

産業振興労政部
商業振興課

055-237-1161

山梨県 都留市

都留市NPO法人設立支援事
業

NPO法人を設立する団体に対し、NPO法人の設立に要す
る経費を補助する。

NPO法人設立のための申請費用（設立認証申請及び設立登
記申請にかかるもの）とし、その額は経費の2分の1に相当す
る額（上限５万円）とする。

市内に主たる事務所を置き、かつ構成員
の2分の1以上が市民から構成される団体
で、当該年度中にNPO法人設立に向けて
申請を行う団体。

○

総務部政策形成課
政策担当

0554-43-1111
(内線241)

静岡県 掛川市

掛川市ＮＰＯ法人（非営利活
動組織）育成支援事業

・組織化促進、活動支援（相談、設立助成金等）
・啓発事業（研修会、シンポジウムの開催等）
・情報提供
・推進基盤の確立（各分野の代表、市、社協との懇談）

○ ○ ○

助成金については設立当初１回に限り助成要綱により助成す
る。

ＮＰＯ法人設立団体に限る

○

市社会福祉協議会
老人福祉センター

0537-24-2722

静岡県 御殿場市

ＮＰＯ支援講座 NPO法人を対象に法人経営の上で問題・課題となってい
ることについて、解釈を図るためNPO法人の要望する講
座を実施する。 ○

平成１５年度新規事業、予算額２０万円 市内を活動拠点とするNPO法人

○

企画部地域振興課
振興ｽﾀｯﾌ

0550-82-4308

静岡県 静岡市

NPO講座等の開催 NPO活動の普及・啓発、マネジメント能力向上を図るため
の講座・研修会。

○

・市民を対象にNPO活動への理解を深めるための講座開催
・行政職員を対象にNPO活動への理解を深めるための研修会
・NPO法人等の理事、スタッフを対象にマネジメント能力の向
上を図るための講座

特になし

○ ○ ○

生活環境部市民生
活政策課NPO・ボラ
ンティア担当

054-221-1272

静岡県 静岡市

市民活動情報誌 NPO等、市民活動に関する情報を掲載し、NPO活動の普
及・啓発、ＰＲ・情報交換の機会を提供する。

○

隔月発行、ホームページでも公開
（内容）
・行政からNPO等市民活動団体へ向けた情報
・一般市民を対象としたNPO活動の普及・啓発関する情報
・NPO等市民活動団体のイベント等のＰＲ情報

特になし

○ ○ ○

生活環境部市民生
活政策課NPO・ボラ
ンティア担当

054-221-1272

静岡県 静岡市
法人市民税（均等割）の減免 収益事業を行わないNPO法人を対象に、法人市民税の

減免により活動を支援する。 ○
収益事業を行わないこと

○
生活環境部市民生
活政策課NPO・ボラ
ンティア担当

054-221-1272

静岡県 島田市
社会貢献活動室の提供 社会貢献活動を行う団体へ会議室等の場所提供

○
NPO法人をはじめ社会貢献活動を行う団体へ会議室等の場
所を提供。 利用団体35団体(H15年6月現在）

施設管理窓口への団体登録(初回のみ)及
び予約 ○ ○

教育委員会生涯学
習課

0547-36-7219

静岡県 下田市
特定非営利活動法人補助金 NPO法人に対し、限度額を５万円として事業費の２分の１

を補助する。期間３年間のサンセット方式。 ○
（事業概要のとおり） 市内に主たる事務所を設置するNPO法人

○
市長室企画調整係 0558-22-2212

静岡県 天竜市

まちづくり支援事業 天竜市まちづくり支援事業の指針に基づき
・誰もが文化に楽しめる環境づくりや機会の創出、さらに
は新たな地域文化の創造に寄与すると認められる活動。
・自主的にかつ共同的に行われる地域の活力醸成やまち
の魅力づくりなどに寄与すると認められる活動
を行う団体に助成金による支援を行う。

○

助成金は、予算の範囲内で、事業に掲げる経費の２分の１（市
長が特に認める場合は最高５分の４）以内とし、１事業３０万円
（複数のイベント開催の場合は５０万円）を限度とする。
また、助成期間については、団体活動の初期支援を目的とし
ているため、最長３年間。審査は、まちづくり審査委員会にて
行う。

・市民参加による団体、グループ等により
企画、運営される事業であること。
・継続性のある事業であること
・既存団体の活動における、その設立目的
である自ら行うべき事業は対象としない
・営利を主たる目的とした事業ではないこと
・３月末日までに完了する見込みの事業で
あること

○ ○

総務部企画財政課 0539-22-0012
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■コミュニティビジネス事業者、ＮＰＯ法人の活動に対する支援策

県 市区名 支援事業名 事業概要
具体的な支援内容 支援を受けるための要件等 部課係 ＴＥＬ

１
起
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座

２
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そ
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他

平成１５年８月現在

対象者の属性Ⅰ. 研修、
相談、情報
提供

Ⅱ. 助成金 Ⅲ. その他
問合せ先支援内容 対象者

静岡県 沼津市

市民ボランティア活動支援事
業

市内のＮＰＯ、ボランティア活動の活発化を図るため活動
に関する情報提供、相談を行い、啓発のための講演会を
行い、行政と団体の意見交換会も実施する。

○

・ＮＰＯ活動の啓発のために市民、活動団体を対象にＮＰＯ活
動に関する講演会を開催（年１回）
・市内で活動するＮＰＯ、ボランティア団体の情報を提供、ま
た、ＮＰＯ、ボランティア活動に関する相談を受け必要に応じ、
庁内に担当部署、他の行政機関、団体を紹介している。

市民や市内で活動する団体

○ ○ ○

企画部地域づくり推
進課NPO推進担当

055-934-2554

静岡県 沼津市

沼津市高齢者生きがい創造
事業

高齢者の持つ技術・知識を活用し、社会参加を実現する
ことにより高齢者の生きがいづくりを支援する。

○

生きがい活動を行うグループに対し、事業の立ち上げに伴う
備品等の購入費や事業が軌道に乗るまでの諸経費について
補助する。補助金額は年額３０万円を限度に３年間補助する。

高齢者自らが持つ能力を発揮し、生きがい
を高め、持って社会に貢献する活動を継続
的に実施する団体。 ○

市民福祉部長寿介
護課生きがい推進
係

055-934-2546

静岡県 浜松市

市民協働を推進するための
寄付によるNPO支援補助事
業

寄付によって市民活動を支え合う仕組みとして､市民協働
推進基金を設置し､市民からの寄付を積み立て、この基
金を活用し、NPO法人の活動事業費を補助する。 ○ ○ ○

寄付者の意向(活動分野または指定団体）を尊重し、市民で構
成された市民活動推進委員会の審査に基づき、活動事業費
の補助をする。

市内に主たる事務所があるNPO法人であ
らかじめ市へ登録しておく必要がある。

○

企画部行政経営課
市民協働グループ

053-457-2094

静岡県 袋井市
ＮＰＯ基礎講座（平成15年度
新規開催予定）

ＮＰＯ法人化を検討している団体などに対し、法人化の意
義などの情報提供を行う講座を開催する。 ○

法人化を検討している団体等を対象に講座を開催する。（講
義：ＮＰＯとは、法人化の意義、組織運営のあり方、質疑応答）

特になし（法人化を検討している団体、ＮＰ
Ｏに関心のある市民などを想定） ○ 総務部地域振興課

ＮＰＯ推進係
0538-44-3125

静岡県 富士市
税制支援 NPO法人が行う事業が非営利活動と認められた場合、法

人市民税の均等割の減免の対象とする。 ○
NPO法人

○ 財政部市民税課市
民税第二担当

0545-55-2735

静岡県 富士市

富士市公募補助金制度 市民生活の向上につながり、公益上必要性が認められる
事業が対象。一定期間の公募後、第三者機関及び行政
内部の審査により、交付を決定する。 ○

市民生活の向上に寄与することを目的としたもので、公益上
必要があると認められる事業が対象となる。（補助額は対象
事業費の１０～５０％）

市内に在住、在勤、在学する者１０人以上
で構成され、活動拠点が市内にある団体。
政治、宗教、営利を目的する団体を除く。 ○ ○

財政部財政課 0545-55-2725

静岡県 富士宮市

中心市街地活性化支援事業 商店街及び市民まちづくりグループの活動を支援するこ
とにより市街地の活性化を支援することを目的とする。

○ ○ ○

・中心市街地のＩＴ化を促進するため、商店・地域のホーム
ページ作成の補助及びメンテナンスを行う。
・活性化事業のアドバイス及び支援
・市民まちづくりグループ活動の支援及び団体間のネットワー
クづくりの推進
・市民まちづくりグループの設置支援

市内中心市街地の商店街、市民街づくりグ
ループ等

○ ○

環境経済部商工観
光課商業係

0544-22-1155

静岡県 富士宮市

地域住民グループ支援事業 住民の自主グループによる介護予防に資する活動及び
同グループによる地域住民への定期訪問活動に対し活
動育成のための支援を行う。

○

活動に要する事務経費を交付。１団体３万円を限度。 市内を活動拠点とする任意団体

○
保健福祉部高齢者
福祉課高齢者福祉
係

0544-22-1143

静岡県 三島市

空き店舗対策事業 空き店舗利用の際の家賃、改修費の補助

○

(中心市街地の）空き店舗を使用して営業等を行う場合、家賃
の ２分の１以内と改装費を補助。
対象期間は１２ヶ月以内。助成限度額は２００万円以下。

三島商工会議所に申請する。

○ ○ ○ ○ ○

経済部商工観光課 055-983-2655

静岡県 三島市

創業支援塾 三島商工会議所が実施する｢創業支援塾｣事業に対する
補助金。｢創業支援塾｣には創業を志す人は、誰でも参加
可能。 ○

創業の心構え、経営のノウハウや必要知識、税務、関係法律
等の講義や創業実施者の体験事例発表等を行う。

三島商工会議所が実施する「創業支援塾」
に申し込む。

○ ○ ○ ○ ○

経済部商工観光課 055-983-2655

静岡県 三島市

SOHO支援事業 起業家の育成、相談を行うSOHO推進協議会に対する補
助（SOHO推進協議会の行う各事業に対する補助金）。

○

静岡県東部地区SOHO推進協議会が行う、SOHO施設の管理
運営業務，入居者への各種情報(創業、経営、融資等）の提供
やIT・経営安定に関する研修会、講演会の開催を行っている。

静岡県東部地区SOHO推進協議会の
SOHO施設に入居する。
静岡県東部地区SOHO推進協議会の開催
するセミナーに参加する。

○ ○ ○ ○ ○

経済部商工観光課 055-983-2655

静岡県 焼津市

市民活動支援事業（焼津市
民の市民による市民のため
のまちづくり活動事業補助金
制度）

自主的かつ自立的な市民活動団体が行うまちづくりのた
めの活動に対して支援することにより、市民が行う地域づ
くりと市民活動の活性化を推進する（事業費補助金制
度）。

○ ○ ○

（対象事業）
・まちづくりに関する調査研究などの諸活動
・不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とする諸活
動ただし、他に当市から補助を受けてい る事業、当市以外の
場所で行う事業は除く。
（補助額）
１団体20万円・事業費の２分の１を上限。年間３団体まで。

・営利を目的とせず、不特定の市民等のた
めの事業をしていること。
・自主的かつ自立的にまちづくり活動を
行っていること。
・主に市内在住者で構成し、市内で活動し
ていること。
・５人以上の構成員がいること。
・原則として、概ね３年以上継続して事業を
計画、実践していること。ただし、宗教活
動、政治活動、営業活動及び公序良俗に
反する行為を行う恐れのあるものについて
は、対象外。

○ ○

企画財政部企画課 054-626-2141

静岡県 焼津市

まちづくり活動支援事業（ま
ちづくりアドバイザー派遣事
業）

地域の住民等が行う自主的なまちづくり活動に対し、まち
づくりアドバイザーを派遣することにより、その活動を支援
し、住み良いまちづくりを促進する。

○

・まちづくりに関する関係分野の専門家（まちづくりアドバイ
ザー）を登録する。
・まちづくりを行う市民団体等からの養成に基づき、まちづくり
アドバイザー又は必要な知識を有する市職員を派遣し、勉強
会等の講師や案作成等の技術支援等の業務を行う。

まちづくりに関する調査研究、地域活性
化、環境問題等行政の課題解決等の事業
を行う市民団体等に対し支援を行うが、営
利を目的とする団体は除く。 ○ ○

企画財政部企画課 054-626-2141
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